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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の酸化物層と、
　前記第１の酸化物層上の第２の酸化物層と、
　前記第２の酸化物層に接する領域を有するソース電極層と、
　前記第２の酸化物層に接する領域を有するドレイン電極層と、
　前記ソース電極層上及び前記ドレイン電極層上に位置し、且つ、前記第２の酸化物層の
上面と、前記ソース電極層と、前記ドレイン電極層と、それぞれ接する領域を有する第３
の酸化物層と、
　前記第３の酸化物層上の第１の絶縁層と、
　前記第１の絶縁層上の第１の導電層と、を有し、
　前記第１の絶縁層は、トランジスタのゲート絶縁層として機能する領域を有し、
　前記第１の導電層は、前記トランジスタのゲート電極層として機能する領域を有し、
　前記第１乃至第３の酸化物層は、それぞれインジウム、ガリウム及び亜鉛を有し、
　前記第１の酸化物のガリウムの原子数比は、前記第２の酸化物のガリウムの原子数比よ
りも高く、
　前記第３の酸化物のガリウムの原子数比は、前記第２の酸化物のガリウムの原子数比よ
りも高く、
　前記トランジスタのチャネル幅方向の断面において、前記第３の酸化物層は、前記第２
の酸化物層の側面と接する領域と、前記第１の酸化物層の側面と接する領域を有すること



(2) JP 6314034 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

を特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　第１の酸化物層と、
　前記第１の酸化物層上の第２の酸化物層と、
　前記第２の酸化物層に接する領域を有するソース電極層と、
　前記第２の酸化物層に接する領域を有するドレイン電極層と、
　前記ソース電極層上及び前記ドレイン電極層上に位置し、且つ、前記第２の酸化物層の
上面と、前記ソース電極層と、前記ドレイン電極層と、それぞれ接する領域を有する第３
の酸化物層と、
　前記第３の酸化物層上の第１の絶縁層と、
　前記第１の絶縁層上の第１の導電層と、
　前記第１の酸化物層の下方の第２の絶縁層と、
　前記第２の絶縁層の下方の第２の導電層と、を有し、
　前記第１の絶縁層は、トランジスタの第１のゲート絶縁層として機能する領域を有し、
　前記第１の導電層は、前記トランジスタの第１のゲート電極層として機能する領域を有
し、
　前記第２の絶縁層は、前記トランジスタの第２のゲート絶縁層として機能する領域を有
し、
　前記第２の導電層は、前記トランジスタの第２のゲート電極層として機能する領域を有
し、
　前記第１乃至第３の酸化物層は、それぞれインジウム、ガリウム及び亜鉛を有し、
　前記第１の酸化物のガリウムの原子数比は、前記第２の酸化物のガリウムの原子数比よ
りも高く、
　前記第３の酸化物のガリウムの原子数比は、前記第２の酸化物のガリウムの原子数比よ
りも高く、
　前記トランジスタのチャネル幅方向の断面において、前記第３の酸化物層は、前記第２
の酸化物層の側面と接する領域と、前記第１の酸化物層の側面と接する領域を有すること
を特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記第２の酸化物層は、前記第１の酸化物層の膜厚より大きい膜厚を有し、
　前記第２の酸化物層は、前記第３の酸化物層の膜厚より大きい膜厚を有することを特徴
とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
　前記第１の導電層上に接する酸化アルミニウム膜を有することを特徴とする半導体装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本明細書等で開示する発明は、半導体装置及び半導体装置の作製方法に関する。
【０００２】
なお、本明細書等において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置
全般を指し、電気光学装置、画像表示装置、半導体回路及び電子機器は、すべて半導体装
置である。
【背景技術】
【０００３】
絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜を用いてトランジスタを構成する技術が
注目されている。該トランジスタは集積回路（ＩＣ）や画像表示装置（単に表示装置とも
表記する）のような電子デバイスに広く応用されている。トランジスタに適用可能な半導
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体薄膜としてシリコン系半導体材料が広く知られているが、その他の材料として酸化物半
導体が注目されている。
【０００４】
例えば、酸化物半導体として、酸化亜鉛、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物半導体を用いてトラ
ンジスタを作製する技術が開示されている（特許文献１及び特許文献２参照）。
【０００５】
また、トランジスタのキャリア移動度の向上を目的として、電子親和力（または伝導帯下
端準位）が異なる酸化物半導体層を積層させる技術が開示されている（特許文献３及び特
許文献４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１２３８６１号公報
【特許文献２】特開２００７－９６０５５号公報
【特許文献３】特開２０１１－１２４３６０号公報
【特許文献４】特開２０１１－１３８９３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
酸化物半導体を用いたトランジスタを有する半導体装置において、高信頼性の達成は、製
品化にむけて重要事項である。特に、半導体装置の電気特性の変動や低下は信頼性の低下
を招く要因である。
【０００８】
このような問題に鑑み、本発明の一態様は、酸化物半導体を用いた半導体装置であって、
信頼性の高い半導体装置を提供することを課題の一とする。
【０００９】
また、トランジスタの動作の高速化、トランジスタの低消費電力化、低価格化、高集積化
等を達成するためにはトランジスタの微細化が必須である。
【００１０】
そこで、本発明の一態様は、酸化物半導体を用いた半導体装置であって、良好な電気特性
を維持しつつ、微細化を達成した半導体装置を提供することを課題の一とする。
【００１１】
なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。本発明の一態様は
、これらの課題の全てを解決する必要はないものとする。また、上記以外の課題は、明細
書等の記載から自ずと明らかになるものであり、明細書等の記載から上記以外の課題を抽
出することが可能である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
酸化物半導体を用いてトランジスタを作製する場合、酸化物半導体のキャリアの供給源の
一つとして、酸素欠損があげられる。酸化物半導体に含まれる酸素欠損は、酸化物半導体
のエネルギーギャップ内の深いエネルギー位置に存在する局在準位として顕在化する。こ
のような局在準位にキャリアがトラップされることで、トランジスタのノーマリオン化、
リーク電流の増大、ストレス印加によるしきい値電圧の変動（シフト）など、電気特性の
不良を引き起こす要因となる。よって、トランジスタの信頼性を向上させるためには、酸
化物半導体に含まれる酸素欠損を低減することが必要となる。
【００１３】
また、酸化物半導体層において、水素、シリコン、窒素、炭素及び主成分以外の金属元素
は不純物となる。例えば、酸化物半導体層中で水素の一部はドナー準位を形成し、キャリ
ア密度を増大させる。
【００１４】
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そのため、酸化物半導体を用いた半導体装置において安定した電気特性を得るためには、
酸化物半導体層に十分な酸素を供給することで酸素欠損を低減し、且つ、水素等の不純物
濃度を低減する措置を講じることが求められる。
【００１５】
そこで、本発明の一態様の半導体装置では、酸化物半導体層の下側に設けられたゲート絶
縁層、及び酸化物半導体層の上側に設けられた保護絶縁層として機能する絶縁層から、チ
ャネル形成領域へ酸素を供給することで、チャネル形成領域に生じうる酸素欠損を補填す
る。
【００１６】
本発明の一態様において、チャネル形成領域へ酸素を供給するためのゲート絶縁層及び保
護絶縁層としては、過剰酸素を含有する酸化アルミニウム膜を含む絶縁層を適用するもの
とする。ここで、過剰酸素とは、例えば、化学量論的組成を超えて含まれる酸素、または
、半導体装置の作製工程中に加わる熱処理温度以下の温度の加熱より放出されうる酸素を
いう。例えば、過剰酸素を含む酸化アルミニウム膜として、ＡｌＯｘ（ｘは１．５より大
きい）膜を設けることができる。酸化アルミニウム膜に含まれる過剰酸素は、加熱によっ
て放出され酸化物半導体層へと供給することが可能であるため、このような酸化アルミニ
ウム膜を含む絶縁層を酸化物半導体層の下側及び上側に設けることで、チャネル形成領域
に効果的に酸素を供給することができる。
【００１７】
なお、過剰酸素を含有する酸化アルミニウム膜は、例えば、酸素を含む雰囲気にてスパッ
タリング法等によって成膜することで形成することができる。
【００１８】
また、酸化アルミニウム膜は、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜等の絶縁層、または
酸化物半導体層と比較して酸素及び水素に対する透過性が低い絶縁層である。換言すると
、酸素及び水素に対するバリア性を有する絶縁層である。よって、酸化アルミニウム膜を
含む絶縁層を設けることで、当該絶縁層で囲まれた領域の酸素の脱離による酸素欠損の形
成を抑制し、且つ、水素又は水素化合物の混入を抑制することが可能となる。
【００１９】
本発明の一態様において、酸化物半導体層の上側又は下側の一方に設けられたゲート絶縁
層と、酸化物半導体層の上側又は下側の他方に設けられた保護絶縁層は、酸化物半導体層
と、該酸化物半導体層と電気的に接続するソース電極層及びドレイン電極層とが存在しな
い領域において、互いに接する領域を有する。すなわち、本発明の一態様の半導体装置は
、酸化物半導体層を包み込むように酸化アルミニウム膜が設けられた構成を有する。この
ような構成を有することで、酸化物半導体層のフロントチャネル側及びバックチャネル側
界面に加えて、酸化物半導体層側面における酸素の脱離及び／または水素等の不純物の混
入を抑制し、且つ酸素の供給を行うことが可能となる。よって、当該酸化物半導体層にチ
ャネルが形成されるトランジスタの電気特性の変動を抑制し、信頼性の高い半導体装置を
形成することが可能となる。
【００２０】
より具体的には、例えば以下の構成とすることができる。
【００２１】
本発明の一態様は、第１のゲート電極層と、第１のゲート電極層上に接して設けられた第
１のゲート絶縁層と、第１のゲート絶縁層を介して第１のゲート電極層と重なる酸化物半
導体層と、酸化物半導体層と電気的に接続するソース電極層及びドレイン電極層と、ソー
ス電極層及びドレイン電極層上に位置し、酸化物半導体層と重なる第２のゲート絶縁層と
、第２のゲート絶縁層を介して酸化物半導体層と重なる第２のゲート電極層と、ソース電
極層、ドレイン電極層及び第２のゲート電極層を覆う保護絶縁層と、を有し、第１のゲー
ト絶縁層及び保護絶縁層は、過剰酸素を含有する酸化アルミニウム膜を含み、且つソース
電極層、ドレイン電極層及び第２のゲート電極層の存在しない領域において互いに接する
領域を有する半導体装置である。
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【００２２】
また、本発明の一態様は、第１の絶縁層と、第１の絶縁層中に埋め込まれ、上面が露出し
た第１のゲート電極層と、第１の絶縁層及び第１のゲート電極層上に接する第１のゲート
絶縁層と、第１のゲート絶縁層を介して第１のゲート電極層と重なる酸化物半導体層と、
酸化物半導体層と電気的に接続するソース電極層及びドレイン電極層と、ソース電極層及
びドレイン電極層上に位置し、酸化物半導体層と重なる第２のゲート絶縁層と、第２のゲ
ート絶縁層を介して酸化物半導体層と重なる第２のゲート電極層と、ソース電極層、ドレ
イン電極層及び第２のゲート電極層を覆う保護絶縁層と、を有し、第１のゲート絶縁層及
び保護絶縁層は、過剰酸素を含有する酸化アルミニウム膜を含み、且つソース電極層、ド
レイン電極層及び第２のゲート電極層の存在しない領域において互いに接する領域を有す
る半導体装置である。
【００２３】
上記の半導体装置において、チャネル幅の方向の断面において、第２のゲート電極層は、
第２のゲート絶縁層を介して酸化物半導体層の側面及び上面を覆うことが好ましい。
【００２４】
また、上記の半導体装置において、第１のゲート絶縁層と酸化物半導体層との間に設けら
れ、酸化物半導体層を構成する金属元素のうち少なくとも一の金属元素を構成元素として
含む第１の酸化物層と、第２のゲート絶縁層と酸化物半導体層との間に設けられ、酸化物
半導体層を構成する金属元素のうち少なくとも一の金属元素を構成元素として含む第２の
酸化物層と、を有し、酸化物半導体層の伝導帯下端のエネルギーは、第１の酸化物層及び
第２の酸化物層の伝導帯下端のエネルギーよりも、０．０５ｅＶ以上２ｅＶ以下の範囲で
真空準位に近いことが好ましい。
【００２５】
また、上述の構成において、第２の酸化物層は、ソース電極層とドレイン電極層から露出
した酸化物半導体層を覆うように、ソース電極層及びドレイン電極層上に設けられること
が好ましい。
【００２６】
本発明の一態様にかかる構成の効果は、例えば以下のように説明することができる。
【００２７】
本発明の一態様の半導体装置は、過剰酸素を含有する酸化アルミニウム膜を含む絶縁層を
、酸化物半導体層を包み込むように設ける。酸化アルミニウム膜に含まれる過剰酸素は、
半導体装置の作製工程における加熱処理によって、チャネルが形成される酸化物半導体層
へ供給される。さらに、酸化アルミニウム膜は、酸素及び水素に対するバリア性を有する
ため、酸化アルミニウム膜を含む絶縁層で包まれた酸化物半導体層からの酸素の脱離、及
び酸化物半導体層への水素等の不純物の混入を抑制することが可能となる。十分に酸素が
供給され、且つ水素等の不純物の混入を抑制された酸化物半導体層は、高純度真性化され
た酸化物半導体層である。
【００２８】
また、上記の半導体装置において、酸化物半導体層の下側及び上側に重なるように設けら
れた第１のゲート電極層及び第２のゲート電極層によって、酸化物半導体層は、垂直方向
の電界が上下方向から印加される。よって、半導体装置のしきい値電圧を良好に制御する
ことが可能となる。また、上述の第２のゲート電極層を、第２のゲート絶縁層を介して酸
化物半導体層の側面を覆うように形成することで、チャネル形成領域に対して垂直方向及
び側面方向から全体的に電界を印加することが可能となり、しきい値電圧の制御性をさら
に良好とすることができる。また、トランジスタのサブスレッショルド係数（Ｓ値）を小
さくすることができる。
【００２９】
また、本発明の一態様の半導体装置は、酸化物半導体層と、該酸化物半導体層と重なる第
１のゲート絶縁層及び保護絶縁層との間に、酸化物半導体層を構成する金属元素のうち、
少なくとも一の金属元素を構成元素として含む酸化物層を有することが好ましい。これに
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より、酸化物半導体層と、該酸化物半導体層と重なる絶縁層との界面にトラップ準位が形
成されることを抑制することができるため、トランジスタの電気特性の劣化を抑制するこ
とができる。
【００３０】
すなわち、本発明の一態様は、酸化物半導体層の上面及び底面が酸化物半導体層の界面準
位形成防止のためのバリア膜として機能する酸化物層によって覆われ、チャネル幅方向に
おける酸化物半導体層の側面及び底面がゲート絶縁層を介してゲート電極層によって覆わ
れ、且つ、酸化物半導体層を包み込むように酸化アルミニウム膜を含む絶縁層を設けた構
成とすることがより好ましい。このような構成とすることで、酸化物半導体層中及び界面
においてキャリアの生成要因となる酸素欠損の生成及び不純物の混入を抑制することが可
能となるため、酸化物半導体層を高純度真性化することができる。高純度真性化とは、酸
化物半導体層を真性または実質的に真性にすることをいう。よって、当該酸化物半導体層
を含むトランジスタの電気特性の変動を抑制し、信頼性の高い半導体装置を提供すること
が可能となる。
【発明の効果】
【００３１】
本発明の一態様によって、酸化物半導体を用いた半導体装置であって、信頼性の高い半導
体装置を提供することができる。
【００３２】
また、本発明の一態様によって、酸化物半導体を用いた半導体装置であって、良好な電気
特性を維持しつつ、微細化を達成した半導体装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】半導体装置の一態様を説明する平面図及び断面図。
【図２】半導体装置の一態様を説明する平面図及び断面図。
【図３】半導体装置の作製方法を説明する断面図。
【図４】半導体装置の作製方法を説明する断面図。
【図５】半導体装置の一態様を説明する平面図、断面図及びバンド図。
【図６】半導体装置の一態様を説明する平面図及び断面図。
【図７】半導体装置の一例を説明する回路図。
【図８】半導体装置の一例を説明するブロック図。
【図９】半導体装置の一例を説明する回路図。
【図１０】半導体装置の一例を説明する回路図。
【図１１】半導体装置の一例を説明する図。
【図１２】電子機器の一態様を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
以下では、開示する発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本
明細書に開示する発明は、以下の説明に限定されず、その形態及び詳細を様々に変更し得
ることは、当業者であれば容易に理解される。また、本明細書に開示する発明は以下に示
す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に示す本発明の
一態様の構成において、同一部分または同様の機能を有する部分には、同一の符号を異な
る図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。また、同様の機能を有する部
分を指す場合には、ハッチパターンを同じくし、特に符号を付さない場合がある。
【００３５】
なお、本明細書等における「第１」、「第２」等の序数詞は、構成要素の混同を避けるた
めに付すものであり、数的に限定するものではない。
【００３６】
なお、本明細書等において実質的に真性という場合、酸化物半導体層のキャリア密度は、
１×１０１７／ｃｍ３未満、１×１０１５／ｃｍ３未満、または１×１０１３／ｃｍ３未
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満である。酸化物半導体層を高純度真性化することで、トランジスタに安定した電気特性
を付与することができる。
【００３７】
また、本明細書等において「上」や「下」の用語は、構成要素の位置関係が「直上」また
は「直下」であることを限定するものではない。例えば、「ゲート絶縁層上のゲート電極
」の表現であれば、ゲート絶縁層とゲート電極との間に他の構成要素を含むものを除外し
ない。「下」についても同様である。
【００３８】
また、本明細書等において、膜の上面とは、基板表面と略平行な面のうち、基板表面から
の距離が離れた側の面を示し、膜の底面とは、基板表面と略平行な面のうち、基板表面に
近い側の面を示す。
【００３９】
本明細書において、「平行」とは、二つの直線が－１０°以上１０°以下の角度で配置さ
れている状態をいう。従って、－５°以上５°以下の場合も含まれる。また、「垂直」と
は、二つの直線が８０°以上１００°以下の角度で配置されている状態をいう。従って、
８５°以上９５°以下の場合も含まれる。
【００４０】
また、本明細書において、結晶が三方晶または菱面体晶である場合、六方晶系として表す
。
【００４１】
（実施の形態１）
本実施の形態では、半導体装置及び半導体装置の作製方法の一態様を、図１乃至図４を用
いて説明する。本実施の形態では、半導体装置の一例として酸化物半導体を有するトラン
ジスタを示す。
【００４２】
図１にトランジスタ２５０の構成例を示す。図１（Ａ）は、トランジスタ２５０の平面図
であり、図１（Ｂ）は、図１（Ａ）のＶ１－Ｗ１における断面図であり、図１（Ｃ）は、
図１（Ａ）のＸ１－Ｙ１における断面図である。なお、図１（Ａ）では、煩雑になること
を避けるため、トランジスタ２５０の構成要素の一部（例えば、絶縁層２１２等）を省略
して図示している。本明細書の以降の平面図においても同様である。
【００４３】
図１に示すトランジスタ２５０は、基板２００上に設けられた第１のゲート電極層２０２
と、第１のゲート電極層２０２に接して設けられた絶縁層２０６と、絶縁層２０６を介し
て第１のゲート電極層２０２と重なる酸化物半導体層２０８と、酸化物半導体層２０８と
電気的に接続するソース電極層２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂと、ソース電極層２
１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂ上に位置し、酸化物半導体層２０８と重なる絶縁層２
１４と、絶縁層２１４を介して酸化物半導体層２０８と重なる第２のゲート電極層２１６
と、ソース電極層２１０ａ、ドレイン電極層２１０ｂ及び第２のゲート電極層２１６を覆
うように、絶縁層２０６上に設けられた絶縁層２１２と、を有する。
【００４４】
トランジスタ２５０において、第１のゲート電極層２０２と、酸化物半導体層２０８との
間に設けられた絶縁層２０６は、第１のゲート絶縁層として機能する。また、第２のゲー
ト電極層２１６と酸化物半導体層２０８との間に設けられた絶縁層２１４は、第２のゲー
ト絶縁層として機能する。また、ソース電極層２１０ａ、ドレイン電極層２１０ｂ及び第
２のゲート電極層２１６を覆うように酸化物半導体層２０８の上側に設けられた絶縁層２
１２は、保護絶縁層として機能する。
【００４５】
トランジスタ２５０において、酸化物半導体層２０８の下側に設けられた絶縁層２０６と
、酸化物半導体層２０８の上側に設けられた絶縁層２１２には、過剰酸素を含有する酸化
アルミニウム膜を含む絶縁層を適用する。
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【００４６】
図１（Ｂ）及び図１（Ｃ）の断面図に示すように、第１のゲート絶縁層として機能する絶
縁層２０６と、保護絶縁層として機能する絶縁層２１２とは、チャネル長方向（キャリア
が流れる方向）及びチャネル幅方向の双方において、酸化物半導体層２０８、ソース電極
層２１０ａ、ドレイン電極層２１０ｂ及び第２のゲート電極層２１６が存在しない領域で
、互いに接する領域を有している。すなわち、トランジスタ２５０に含まれる酸化物半導
体層２０８は、酸化アルミニウム膜を含む絶縁層によって包まれた構成を有する。
【００４７】
上述したように、酸化アルミニウム膜に含まれる過剰酸素は、トランジスタ２５０の作製
工程中の加熱処理によって放出され、酸化物半導体層２０８へと供給される。また、該加
熱処理と、酸化物半導体層２０８上に絶縁層等を成膜する際の加熱処理とを兼ねることも
可能である。さらに、酸化アルミニウム膜は、酸素及び水素に対するバリア性を有する膜
である。よって、酸化物半導体層２０８は、酸素の脱離が抑制され、且つ酸素が十分に供
給されることで酸素欠損が低減されるとともに、水素等の不純物の混入が低減された、酸
化物半導体層である。換言すると、酸化物半導体層２０８は、高純度真性化された酸化物
半導体層である。高純度化し、ｉ型（真性）化した酸化物半導体層２０８を有するトラン
ジスタ２５０は、電気特性変動が抑制されており、電気的に安定である。
【００４８】
なお、酸化物半導体層２０８を真性または実質的に真性とするためには、二次イオン分析
法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）に
おける分析において、水素濃度は、２×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは５
×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以
下、さらに好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。
【００４９】
なお、酸化物半導体層２０８の下側に設けられる絶縁層２０６及び酸化物半導体層２０８
の上側に設けられる絶縁層２１２は、含有する水素濃度を低減することが好ましい。具体
的には、絶縁層２０６及び絶縁層２１２に含まれる水素濃度は、５×１０１９ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３未満とすることが好ましく、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とすることが
より好ましい。
【００５０】
高純度化された酸化物半導体層２０８をチャネル形成領域に用いたトランジスタ２５０の
オフ電流は極めて小さい。例えば、高純度化された酸化物半導体層を用いたトランジスタ
がオフ状態のときのドレイン電流は、室温（２５℃程度）にて１×１０－１８Ａ以下、好
ましくは１×１０－２１Ａ以下、さらに好ましくは１×１０－２４Ａ以下、または８５℃
にて１×１０－１５Ａ以下、好ましくは１×１０－１８Ａ以下、さらに好ましくは１×１
０－２１Ａ以下とすることができる。なお、トランジスタがオフ状態とは、ｎチャネル型
のトランジスタの場合、ゲート電圧がしきい値電圧よりも十分小さい状態をいう。具体的
には、ゲート電圧がしきい値電圧よりも１Ｖ以上、２Ｖ以上または３Ｖ以上小さければ、
トランジスタはオフ状態となる。
【００５１】
なお、トランジスタを微細化することで、高密度化（高集積化）が実現される。例えば、
トランジスタのチャネル長を１００ｎｍ以下、好ましくは４０ｎｍ以下、さらに好ましく
は３０ｎｍ以下とする。
【００５２】
半導体装置の高密度化（高集積化）を達成するためには、トランジスタの微細化が必須で
あるものの、トランジスタの微細化によりトランジスタの電気特性が悪化することが知ら
れている。例えば、シリコンを用いたトランジスタでは、チャネル長を短縮すると、サブ
スレッショルド係数（Ｓ値）の劣化、しきい値電圧がマイナス側へ変動等の短チャネル効
果が生じることが知られている。
【００５３】
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しかしながら、酸化物半導体を用いたトランジスタは、電子を多数キャリアとする蓄積型
トランジスタであるため、シリコン等の反転型トランジスタと比較して短チャネルでのＤ
ＩＢＬ（Ｄｒａｉｎ－Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｌｏｗｅｒｉｎｇ）が起こりに
くい。酸化物半導体を用いたトランジスタでは、短チャネル効果に対する耐性を有すると
言い換えることもでき、酸化物半導体を用いたトランジスタは、微細化に適したトランジ
スタである。
【００５４】
また、トランジスタ２５０において、酸化物半導体層２０８の下側に重なるように設けら
れた第１のゲート電極層２０２及び酸化物半導体層２０８の上側に重なるように設けられ
た第２のゲート電極層２１６によって、酸化物半導体層２０８は、垂直方向の電界が上下
方向から印加される。このような構成とすることで、チャネル形成領域に対して垂直方向
及び側面方向の全体的に電界が印加されるようになるため、トランジスタ２５０のしきい
値電圧の制御を良好に行うことができる。また、トランジスタ２５０のＳ値を小さくする
ことができる。第１のゲート電極層２０２と第２のゲート電極層２１６の電位は、例えば
同電位とすることができる。ただし、第１のゲート電極層２０２及び第２のゲート電極層
２１６の電位はこれに限られない。
【００５５】
なお、トランジスタ２５０のチャネル幅を拡大しすぎると、チャネル形成領域の側面方向
から第２のゲート電極層２１６の電界が印加されにくくなり、しきい値電圧の制御性が低
下する。酸化物半導体層２０８の側面方向に、第２のゲート電極層２１６からの電界を十
分に印加するためには、酸化物半導体層２０８の膜厚を、チャネル幅以上とすることが好
ましい。
【００５６】
一般に、トランジスタのチャネル幅を縮小すると、オン電流の低下が懸念される。オン電
流の向上を目的として、活性層の側面にもチャネルが形成されるよう活性層を厚膜化する
方法も知られているが、チャネルが形成される表面積が増大することで、チャネル形成領
域とゲート絶縁層との界面にキャリアの散乱が増加するため、十分なオン電流の向上を見
込むのは容易ではない。
【００５７】
しかしながら、本実施の形態のトランジスタ２５０においては、チャネルが形成される酸
化物半導体層２０８を包み込む態様で、過剰酸素を含有する酸化アルミニウム膜を含む絶
縁層２０６、２１２を有することで、酸化アルミニウム膜に含まれる過剰酸素を酸化物半
導体層２０８に供給し、且つ、酸化物半導体層２０８からの酸素の脱離及び水素等の不純
物の混入を抑制することができる。酸化物半導体層２０８にとって、酸素欠損及び水素は
キャリアの生成要因となるため、過剰酸素を含む酸化アルミニウム膜を設けることで、チ
ャネルが形成される酸化物半導体層２０８の界面で生じうるキャリアの散乱を抑えること
ができる。
【００５８】
したがって、チャネル幅を縮小した場合であっても、酸化物半導体層２０８の膜厚を厚膜
化して第２のゲート電極層２１６と重なる表面積を増加させることで、オン電流を十分に
向上させることが可能となる。
【００５９】
なお、酸化物半導体層中の水素の一部は、酸素欠損に捕獲され、酸化物半導体層をｎ型化
するため、フェルミ準位（Ｅｆ）が伝導帯下端（Ｅｃ）に近づく。よって、水素が多量に
含まれた酸化物半導体層は、電気特性の変動が懸念される一方で、トランジスタの電界効
果移動度の向上が実現される。一方、酸化物半導体層２０８を真性又は実質的に真性とす
ると、酸化物半導体層２０８のフェルミエネルギーはミッドギャップ（酸化物半導体層の
エネルギーギャップの中間のエネルギー）と一致する、又は限りなく近づく。この場合、
酸化物半導体層２０８に含まれるキャリア数の減少により、電界効果移動度の低下が懸念
される。
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【００６０】
しかしながら、トランジスタ２５０においては、酸化物半導体層２０８に垂直方向からの
ゲート電界に加えて、側面方向からのゲート電界が印加される。すなわち、酸化物半導体
層２０８の全体的にゲート電界が印加させることとなり、電流は酸化物半導体層２０８の
バルクを流れる。これによって、高純度真性化による、電気特性の変動の抑制を達成しつ
つ、トランジスタ２５０の電界効果移動度の向上を図ることが可能となる。
【００６１】
また、トランジスタのチャネル長及びチャネル幅を微細化すると、レジストマスクを用い
て加工される配線、半導体層等の端面が丸みを帯びる（曲面を有する）場合がある。厚膜
化した酸化物半導体層を覆うように、薄膜の絶縁層（例えば、ゲート絶縁層）を形成する
場合、被覆性の低下による形状不良を招き、安定した電気特性が得られないことがあるが
、酸化物半導体層２０８の端面が曲面を有することで、酸化物半導体層２０８上に設けら
れる絶縁層２１４の被覆性を向上させることができるため、好ましい。
【００６２】
図２に本実施の形態のトランジスタの別の構成例として、トランジスタ２６０の構成例を
示す。図２（Ａ）は、トランジスタ２６０の平面図であり、図２（Ｂ）は、図２（Ａ）の
Ｖ２－Ｗ２における断面図であり、図２（Ｃ）は、図２（Ａ）のＸ２－Ｙ２における断面
図である。
【００６３】
図２に示すトランジスタ２６０は、基板２００上の絶縁層２０５と、絶縁層２０５中に埋
め込まれ上面が露出した第１のゲート電極層２０２と、絶縁層２０５から露出した第１の
ゲート電極層２０２の上面に接するように絶縁層２０５上に設けられた絶縁層２０６と、
絶縁層２０５及び絶縁層２０６を介して第１のゲート電極層２０２と重なる酸化物半導体
層２０８と、酸化物半導体層２０８と電気的に接続するソース電極層２１０ａ及びドレイ
ン電極層２１０ｂと、ソース電極層２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂ上に位置し、酸
化物半導体層２０８と重なる絶縁層２１４と、絶縁層２１４を介して酸化物半導体層２０
８と重なる第２のゲート電極層２１６と、ソース電極層２１０ａ、ドレイン電極層２１０
ｂ及び第２のゲート電極層２１６を覆うように、絶縁層２０６上に設けられた絶縁層２１
２と、を有する。
【００６４】
トランジスタ２６０において、第１のゲート電極層２０２と、酸化物半導体層２０８との
間に設けられた絶縁層２０６は、第１のゲート絶縁層として機能する。また、第２のゲー
ト電極層２１６と酸化物半導体層２０８との間に設けられた絶縁層２１４は、第２のゲー
ト絶縁層として機能する。また、ソース電極層２１０ａ、ドレイン電極層２１０ｂ及び第
２のゲート電極層２１６を覆うように酸化物半導体層２０８の上側に設けられた絶縁層２
１２は、保護絶縁層として機能する。
【００６５】
図２に示すトランジスタ２６０は、第１のゲート電極層２０２の構成において図１のトラ
ンジスタ２５０と相違する。すなわち、トランジスタ２５０では、基板上に形成された第
１のゲート電極層２０２を覆うように絶縁層２０６を形成している。一方、トランジスタ
２６０では、第１のゲート電極層２０２は、絶縁層２０５に埋め込まれ、上面が露出した
構成を有し、当該露出した上面において第１のゲート絶縁層として機能する絶縁層２０６
と接している。
【００６６】
トランジスタ２６０において、その他の構成要素は、トランジスタ２５０と同様の構成と
することができる。
【００６７】
以下、図３及び図４を用いて、トランジスタ２６０の作製方法の一例を説明する。
【００６８】
絶縁表面を有する基板２００上に第１のゲート電極層２０２（これと同じ層で形成される
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配線を含む）を形成し、第１のゲート電極層２０２上に絶縁膜２０５ａを形成する（図３
（Ａ）参照）。
【００６９】
絶縁表面を有する基板２００に使用することができる基板に大きな制限はないが、少なく
とも後の熱処理工程に耐えうる程度の耐熱性を有していることが必要となる。例えば、バ
リウムホウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板、セラミック基板
、石英基板、サファイア基板などを用いることができる。また、シリコンや炭化シリコン
などの単結晶半導体基板、多結晶半導体基板、シリコンゲルマニウムなどの化合物半導体
基板、ＳＯＩ基板などを適用することもでき、これらの基板上に半導体素子が設けられた
ものを、基板２００として用いてもよい。
【００７０】
また、基板２００として、可撓性基板を用いて半導体装置を作製してもよい。可撓性を有
する半導体装置を作製するには、可撓性基板上にトランジスタ２６０を直接作製してもよ
いし、他の作製基板にトランジスタ２６０を作製し、その後可撓性基板に剥離、転置して
もよい。なお、作製基板から可撓性基板に剥離、転置するために、作製基板とトランジス
タ２６０との間に剥離層を設けるとよい。
【００７１】
第１のゲート電極層２０２の材料は、モリブデン、チタン、タンタル、タングステン、ア
ルミニウム、銅、クロム、ネオジム、スカンジウムから選ばれた元素を含む金属膜、また
は上述した元素を成分とする金属窒化物膜（窒化チタン膜、窒化モリブデン膜、窒化タン
グステン膜）等を用いることができる。また、第１のゲート電極層２０２としてリン等の
不純物元素をドーピングした多結晶シリコン膜に代表される半導体膜、ニッケルシリサイ
ドなどのシリサイド膜を用いてもよい。又は、インジウム錫酸化物、酸化タングステンを
含むインジウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含
むインジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸
化ケイ素を添加したインジウム錫酸化物などの導電性材料を適用することもできる。また
、上記導電性材料と、上記金属材料の積層構造とすることもできる。
【００７２】
また、第１のゲート電極層２０２は単層構造又は積層構造とすることができる。なお、絶
縁膜２０５ａと接する第１のゲート電極層２０２の一層として、窒素を含む金属酸化物、
具体的には、窒素を含むＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜や、窒素を含むＩｎ－Ｓｎ－Ｏ膜や、窒
素を含むＩｎ－Ｇａ－Ｏ膜や、窒素を含むＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜や、窒素を含むＳｎ－Ｏ膜や
、窒素を含むＩｎ－Ｏ膜や、金属窒化膜（ＩｎＮ、ＳｎＮなど）を用いることができる。
これらの膜は５ｅＶ（電子ボルト）以上、好ましくは５．５ｅＶ（電子ボルト）以上の仕
事関数を有し、ゲート電極層として用いた場合、トランジスタのしきい値電圧をプラス側
にシフトさせることができ、所謂ノーマリオフのスイッチング素子を実現できる。
【００７３】
第１のゲート電極層２０２は、プラズマＣＶＤ法またはスパッタリング法等により形成す
ることができる。
【００７４】
絶縁膜２０５ａとしては、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、または窒化酸化シリコ
ン膜等を用いて、単層構造または積層構造とすることができる。なお、絶縁膜２０５ａの
膜厚は、少なくとも第１のゲート電極層２０２の膜厚以上とすることが好ましい。
【００７５】
次いで、絶縁膜２０５ａにエッチバック処理またはＣＭＰ（化学的機械研磨）処理を施し
て、第１のゲート電極層２０２の一部を露出させる。なお、ＣＭＰ処理とエッチバック処
理を組み合わせて用いてもよい。ここでのエッチバック処理またはＣＭＰ処理により、第
１のゲート電極層２０２上に設けられた絶縁膜２０５ａが除去され、第１のゲート電極層
２０２を埋め込む絶縁層２０５が形成される。
【００７６】
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次いで、絶縁層２０５上に接して、絶縁層２０６を形成する（図３（Ｂ）参照）。
【００７７】
絶縁層２０６は、少なくとも過剰酸素を含有する酸化アルミニウム膜を含む。また、酸化
アルミニウム膜と、酸化シリコン膜、酸化ガリウム膜、酸化アルミニウム膜、窒化シリコ
ン膜、酸化窒化シリコン膜、酸化窒化アルミニウム膜、または窒化酸化シリコン膜との積
層構造としてもよい。なお、積層構造とする場合には、酸化アルミニウム膜の他に含まれ
る絶縁膜も、酸化アルミニウム膜と同様に過剰酸素を含有していてもよい。
【００７８】
例えば、第１のゲート電極層２０２に近い側から過剰酸素を含有する酸化アルミニウム膜
と、過剰酸素を含有する酸化シリコン膜とを順に積層することにより、絶縁層２０６を積
層構造としてもよい。この場合、酸化物半導体層に対して酸化シリコン膜の外側に設けら
れた酸化アルミニウム膜によって、酸化シリコン膜に含まれる過剰酸素の外方拡散を抑制
しつつ、後に形成される酸化物半導体層２０８へ効果的に酸素を供給することができる。
【００７９】
また、絶縁層２０６に含まれる酸化アルミニウム膜は、酸化アルミニウムターゲットを用
いたスパッタリング法によって形成することが好ましい。または、アルミニウムターゲッ
トを用いた反応性スパッタリングによって、酸化アルミニウム膜を形成してもよい。酸化
アルミニウム膜の成膜を、酸素を含む雰囲気において行うことで、成膜後の酸化アルミニ
ウム膜に過剰酸素を含有させることができる。成膜ガス中の酸素割合は３０体積％以上と
することが好ましい。なお、酸素に加えて希ガス（例えば、アルゴン）を含有していても
よい。
【００８０】
または、絶縁層２０６に含まれる酸化アルミニウム膜を成膜する際の酸化アルミニウムタ
ーゲットに、０．１％以上３０％以下の割合で酸化シリコンを含有させて、酸化シリコン
を含む酸化アルミニウム膜を形成してもよい。酸化シリコンは、酸化アルミニウムと比較
して酸素の透過性が高いため、酸化アルミニウム膜が酸化シリコンを含有すると、該酸化
アルミニウム膜に含まれる過剰酸素が放出されやすくなる。また、酸化シリコンを含有す
る酸化アルミニウム膜をトランジスタに適用することで、応力緩和の効果を奏する。一方
、酸化シリコンの含有割合が高いと酸素に対するバリア性が低下するため、酸化アルミニ
ウムターゲットに含まれる酸化シリコンの割合は３０％以下とすることが好ましい。例え
ば、５％または１０％の割合で酸化シリコンを添加すればよい。
【００８１】
また、絶縁層２０６の成膜時の基板温度を高めることで、絶縁層２０６中に含まれる水素
濃度を低減することが可能であるため好ましい。基板温度は、例えば１００℃以上５００
℃以下、好ましくは１５０℃以上４５０℃以下とする。
【００８２】
次いで、絶縁層２０６上に酸化物半導体層２０８となる酸化物半導体膜を成膜し、島状に
加工して酸化物半導体層２０８を形成する（図３（Ｃ）参照）。
【００８３】
酸化物半導体膜は、単層構造であってもよいし、積層構造であってもよい。また、非晶質
構造であってもよいし、結晶性であってもよい。
【００８４】
酸化物半導体膜の成膜方法は、スパッタリング法、ＭＢＥ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｅａ
ｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ）法、ＣＶＤ法、パルスレーザ堆積法、ＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａ
ｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法等を適宜用いることができる。
【００８５】
酸化物半導体膜を成膜する際、できる限り酸化物半導体に含まれる水素濃度を低減させる
ことが好ましい。水素濃度を低減させるには、例えば、スパッタリング法を用いて成膜を
行う場合には、スパッタリング装置の成膜室内に供給する雰囲気ガスとして、水素、水、
水酸基又は水素化物などの不純物が除去された高純度の希ガス（代表的にはアルゴン）、
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酸素、及び希ガスと酸素との混合ガスを適宜用いる。
【００８６】
また、成膜室内の残留水分を除去しつつ水素及び水分が除去されたスパッタガスを導入し
て成膜を行うことで、成膜された酸化物半導体膜の水素濃度を低減させることができる。
成膜室内の残留水分を除去するためには、吸着型の真空ポンプ、例えば、クライオポンプ
、イオンポンプ、チタンサブリメーションポンプを用いることが好ましい。また、ターボ
分子ポンプにコールドトラップを加えたものであってもよい。クライオポンプは、水素分
子、水（Ｈ２Ｏ）など水素原子を含む化合物（より好ましくは炭素原子を含む化合物も）
等の排気能力が高いため、当該ポンプで排気した成膜室で成膜した酸化物半導体膜に含ま
れる不純物の濃度を低減できる。
【００８７】
また、酸化物半導体膜をスパッタリング法で成膜する場合、成膜に用いる金属酸化物ター
ゲットの相対密度（充填率）は９０％以上１００％以下、好ましくは９５％以上９９．９
％以下とする。相対密度の高い金属酸化物ターゲットを用いることにより、成膜した酸化
物半導体膜を緻密な膜とすることができる。
【００８８】
また、基板２００を高温に保持した状態で酸化物半導体膜を形成することも、酸化物半導
体膜中に含まれうる不純物濃度を低減するのに有効である。基板２００を加熱する温度と
しては、１５０℃以上４５０℃以下とすればよく、好ましくは基板温度が２００℃以上３
５０℃以下とすればよい。また、成膜時に基板を高温で加熱することで、結晶性の酸化物
半導体膜を形成することができる。
【００８９】
酸化物半導体膜に用いる酸化物半導体としては、少なくともインジウム（Ｉｎ）を含む。
特に、インジウムと亜鉛（Ｚｎ）を含むことが好ましい。また、該酸化物半導体を用いた
トランジスタの電気特性のばらつきを減らすためのスタビライザーとして、それらに加え
てガリウム（Ｇａ）を有することが好ましい。また、スタビライザーとしてスズ（Ｓｎ）
、ハフニウム（Ｈｆ）、アルミニウム（Ａｌ）、ジルコニウム（Ｚｒ）のいずれか一種ま
たは複数種を有することが好ましい。
【００９０】
また、他のスタビライザーとして、ランタノイドである、ランタン（Ｌａ）、セリウム（
Ｃｅ）、プラセオジム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、サマリウム（Ｓｍ）、ユウロピウム
（Ｅｕ）、ガドリニウム（Ｇｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）、ホル
ミウム（Ｈｏ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）、イッテルビウム（Ｙｂ）、ル
テチウム（Ｌｕ）のいずれか一種または複数種を有してもよい。
【００９１】
例えば、酸化物半導体として、酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、二元系金属の酸化
物であるＩｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｇａ系酸化物、三元系金属の
酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物（ＩＧＺＯとも表記する）、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ系
酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌａ－Ｚｎ系酸
化物、Ｉｎ－Ｃｅ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｎｄ－Ｚｎ系酸化
物、Ｉｎ－Ｓｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｇｄ－Ｚｎ系酸化物
、Ｉｎ－Ｔｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｏ－Ｚｎ系酸化物、
Ｉｎ－Ｅｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉ
ｎ－Ｌｕ－Ｚｎ系酸化物、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、
Ｉｎ－Ｈｆ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ａｌ
－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物を
用いることができる。
【００９２】
なお、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物とは、ＩｎとＧａとＺｎを主成分として有する
酸化物という意味であり、ＩｎとＧａとＺｎの比率は問わない。また、ＩｎとＧａとＺｎ
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以外の金属元素が入っていてもよい。
【００９３】
インジウムを含む酸化物半導体を用いたトランジスタは、これらに限られず、必要とする
電気特性（電界効果移動度、しきい値等）に応じて適切な組成のものを用いればよい。ま
た、必要とする電気特性を得るために、キャリア濃度や不純物濃度、欠陥密度、金属元素
と酸素の原子数比、原子間距離、密度等を適切なものとすることが好ましい。
【００９４】
酸化物半導体膜を形成後、熱処理を行うことが好ましい。熱処理は、２５０℃以上６５０
℃以下、好ましくは３００℃以上５００℃以下の温度で、不活性ガス雰囲気、酸化性ガス
を１０ｐｐｍ以上含む雰囲気、又は減圧雰囲気で行えばよい。また、熱処理の雰囲気は、
不活性ガス雰囲気で熱処理を行った後に、脱離した酸素を補うために酸化性ガスを１０ｐ
ｐｍ以上含む雰囲気で行ってもよい。ここでの加熱処理によって、酸化物半導体膜から水
素や水などの不純物を除去することができる。なお、当該熱処理は、酸化物半導体膜を島
状の酸化物半導体層２０８に加工した後に行ってもよい。
【００９５】
次に、絶縁層２０６及び島状の酸化物半導体層２０８上に導電膜を形成し、該導電膜を加
工してソース電極層２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂ（これと同じ層に形成される配
線を含む。）を形成する（図４（Ａ）参照）。
【００９６】
ソース電極層２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂは、第１のゲート電極層２０２と同様
の材料を用いることが可能であり、単層構造または積層構造とすることができる。
【００９７】
なお、図示しないが、ソース電極層２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂの端部は階段状
に複数の段を設けた形状としてもよい。当該端部の加工は、アッシングによってレジスト
マスクを後退させる工程とエッチングの工程を交互に複数回行うことで形成することがで
きる。ソース電極層２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂの膜厚が厚いほど、当該段数を
増やすことが好ましい。ソース電極層２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂを上記のよう
な複数の段を設けた形状とすることで、それらの上方に形成される絶縁層２１２の被覆性
が向上し、トランジスタの電気特性や長期信頼性を向上させることができるためである。
【００９８】
なお、ソース電極層２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂの加工の際に、導電膜のオーバ
ーエッチングによって、酸化物半導体層２０８の一部（ソース電極層２１０ａ及びドレイ
ン電極層２１０ｂから露出した領域）がエッチングされ膜厚が減少することがある。
【００９９】
次いで、ソース電極層２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂを覆うように、絶縁層２０６
上に絶縁膜２１４ａを形成する（図４（Ｂ）参照）。
【０１００】
絶縁膜２１４ａは、絶縁膜２０５ａと同様の材料、同様の作製方法によって形成すること
が可能である。
【０１０１】
次いで、絶縁膜２１４ａ上に、第２のゲート電極層２１６となる導電膜を形成し、これを
加工して第２のゲート電極層２１６（これと同じ層で形成される配線を含む）を形成する
。その後、第２のゲート電極層２１６をマスクとして絶縁膜２１４ａを加工して、絶縁層
２１４を形成する。第２のゲート電極層２１６をマスクとして自己整合的に絶縁層２１４
の加工を行うと、マスク枚数を増加することがないため好適である。
【０１０２】
その後、ソース電極層２１０ａ、ドレイン電極層２１０ｂ及び第２のゲート電極層２１６
を覆うように、絶縁層２０６上に絶縁層２１２を形成する（図４（Ｃ）参照）。絶縁層２
１２は、少なくとも過剰酸素を含有する酸化アルミニウム膜を含む絶縁層とし、絶縁層２
０６と同様の構成、同様の作製方法によって形成することができる。
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【０１０３】
なお、絶縁層２１２を形成後、熱処理を行ってもよい。熱処理の条件は、先の酸化物半導
体膜を形成後の熱処理と同様とすることができる。
【０１０４】
以上によって、本実施の形態のトランジスタ２６０を形成することができる。
【０１０５】
本実施の形態で示す半導体装置は、過剰酸素を含有する酸化アルミニウム膜を含む絶縁層
を、酸化物半導体層を包み込むように設けることで、酸化物半導体層に酸素を供給し、且
つ、酸化物半導体層からの酸素の脱離、及び酸化物半導体層への水素等の不純物の混入を
抑制することが可能となる。
【０１０６】
よって、チャネル形成領域の酸素欠損に起因して起こりうるしきい値電圧の変動等の電気
特性の変動を抑制することができる。具体的には、例えば、しきい値電圧のノーマリオフ
化を安定に成就することができる。したがって、良好な電気特性を示すとともに長期信頼
性の高い半導体装置を提供することができる。
【０１０７】
また、本実施の形態で示す半導体装置は、酸化物半導体層の下側及び上側に重なるように
設けられた第１のゲート電極層及び第２のゲート電極層によって、酸化物半導体層の垂直
方向の上下からゲート電極層の電界が印加される。よって、トランジスタのしきい値電圧
を良好に制御することが可能となる。
【０１０８】
さらに、第２のゲート絶縁層を介して酸化物半導体層と重なる第２のゲート電極層を、チ
ャネル幅方向においてチャネル形成領域の側面及び底面と重なるように設けることで、酸
化物半導体層の側面及び底面と重なるゲート電極層を形成する。これによって、チャネル
形成領域に対して側面方向及び底面方向から電界が印加されるため、トランジスタのしき
い値電圧をより良好に制御し、且つＳ値を小さくすることができる。
【０１０９】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
【０１１０】
（実施の形態２）
本実施の形態では、実施の形態１とは異なる半導体装置の構成について、図５及び図６を
参照して説明する。なお、実施の形態１と共通する構成については、実施の形態１を参酌
することが可能であり、繰り返しの説明を省略することがある。
【０１１１】
図５に本実施の形態のトランジスタ２７０の構成例を示す。図５（Ａ）は、トランジスタ
２７０の平面図であり、図５（Ｂ）は、図５（Ａ）のＶ３－Ｗ３における断面図であり、
図５（Ｃ）は、図５（Ａ）のＸ３－Ｙ３における断面図である。また、図５（Ｄ）は、ト
ランジスタ２７０に含まれる積層構造の伝導帯下端のエネルギーを模式的に示すバンド図
である。
【０１１２】
図５に示すトランジスタ２７０は、実施の形態１のトランジスタ２６０と同様に、基板２
００上に、絶縁層２０５と、絶縁層２０５中に埋め込まれ、上面が露出した第１のゲート
電極層２０２と、第１のゲート電極層２０２の上面に接するように絶縁層２０５上に設け
られた絶縁層２０６と、絶縁層２０６を介して第１のゲート電極層２０２と重なる酸化物
半導体層２０８と、酸化物半導体層２０８と電気的に接続するソース電極層２１０ａ及び
ドレイン電極層２１０ｂと、ソース電極層２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂ上に位置
し、酸化物半導体層２０８と重なる絶縁層２１４と、絶縁層２１４を介して酸化物半導体
層２０８と重なる第２のゲート電極層２１６と、ソース電極層２１０ａ、ドレイン電極層
２１０ｂ及び第２のゲート電極層２１６を覆うように、絶縁層２０６上に設けられた絶縁
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層２１２と、を有する。
【０１１３】
また、本実施の形態のトランジスタ２７０は、上述のトランジスタ２６０の構成に加えて
さらに、絶縁層２０６と酸化物半導体層２０８との間に設けられ、酸化物半導体層２０８
を構成する金属元素のうち少なくとも一の金属元素を構成元素として含む第１の酸化物層
２０７と、絶縁層２１４と酸化物半導体層２０８との間に設けられ、酸化物半導体層２０
８を構成する金属元素のうち少なくとも一の金属元素を構成元素として含む第２の酸化物
層２０９と、を有する。
【０１１４】
トランジスタ２７０では、実施の形態１で示したトランジスタ２６０の作製工程において
、絶縁層２０５上に接して絶縁層２０６を形成した後、第１の酸化物層２０７となる第１
の酸化物膜と、酸化物半導体膜と、第２の酸化物層２０９となる第２の酸化物膜とを連続
的に成膜し、フォトリソグラフィ工程によりレジストマスクを形成し、レジストマスクを
用いた第２の酸化物膜、酸化物半導体膜及び第１の酸化物膜のエッチングによって島状に
加工することで、第１の酸化物層２０７、酸化物半導体層２０８及び第２の酸化物層２０
９の積層構造を形成することができる。
【０１１５】
なお、上述の通り、トランジスタ２７０に含まれる第１の酸化物層２０７、酸化物半導体
層２０８及び第２の酸化物層２０９は同じレジストマスクを用いて加工されるため、第１
の酸化物層２０７の上端部と酸化物半導体層２０８の下端部は略一致し、酸化物半導体層
２０８の上端部と第２の酸化物層２０９の下端部は略一致する。または、第１の酸化物層
２０７、酸化物半導体層２０８及び第２の酸化物層２０９は、略一致した上面形状を有す
る。
【０１１６】
なお、上記において第１の酸化物膜、酸化物半導体膜、及び第２の酸化物膜を大気開放す
ることなく連続的に形成すると、各層の界面への水素や水分等の不純物の吸着を防止する
ことができるため、好ましい。
【０１１７】
トランジスタ２７０に含まれる酸化物半導体層２０８としては、少なくともインジウム、
亜鉛及びＭ（ＭはＡｌ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｌａ、ＣｅまたはＨｆ等の金属）
を含むＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物で表記される層を含む。酸化物半導体層２０８がインジウム
を含むと、トランジスタのキャリア移動度が高くなるため、好ましい。
【０１１８】
酸化物半導体層２０８の下層の第１の酸化物層２０７としてはＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物（Ｍ
はＡｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｌａ、ＣｅまたはＨｆ等の金属）で表記さ
れ、酸化物半導体層２０８よりもＭの原子数比が高い酸化物層を含む。具体的には、第１
の酸化物層２０７として、酸化物半導体層２０８よりも前述の元素を１．５倍以上、好ま
しくは２倍以上、さらに好ましくは３倍以上高い原子数比で含む酸化物層を用いる。前述
の元素はインジウムよりも酸素と強く結合するため、酸素欠損が酸化物層に生じることを
抑制する機能を有する。即ち、第１の酸化物層２０７は酸化物半導体層２０８よりも酸素
欠損が生じにくい酸化物層である。
【０１１９】
また、酸化物半導体層２０８の上層の第２の酸化物層２０９としては、第１の酸化物層２
０７と同様にＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物（ＭはＡｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｌ
ａ、ＣｅまたはＨｆ等の金属）で表記され、酸化物半導体層２０８よりもＭの原子数比が
高い酸化物層を含む。具体的には、第２の酸化物層２０９として、酸化物半導体層２０８
よりも前述の元素を１．５倍以上、好ましくは２倍以上、さらに好ましくは３倍以上高い
原子数比で含む酸化物層を用いる。
【０１２０】
つまり、第１の酸化物層２０７、酸化物半導体層２０８、第２の酸化物層２０９が、少な
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くともインジウム、亜鉛およびＭ（ＭはＡｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｌａ
、ＣｅまたはＨｆ等の金属）を含むＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物であるとき、第１の酸化物層２
０７をＩｎ：Ｍ：Ｚｎ＝ｘ１：ｙ１：ｚ１［原子数比］、酸化物半導体層２０８をＩｎ：
Ｍ：Ｚｎ＝ｘ２：ｙ２：ｚ２［原子数比］、第２の酸化物層２０９をＩｎ：Ｍ：Ｚｎ＝ｘ

３：ｙ３：ｚ３［原子数比］とすると、ｙ１／ｘ１およびｙ３／ｘ３がｙ２／ｘ２よりも
大きくなることが好ましい。ｙ１／ｘ１およびｙ３／ｘ３はｙ２／ｘ２よりも１．５倍以
上、好ましくは２倍以上、さらに好ましくは３倍以上とする。このとき、酸化物半導体層
２０８において、ｙ２がｘ２以上であるとトランジスタの電気特性を安定させることがで
きる。ただし、ｙ２がｘ２の３倍以上になると、トランジスタの電界効果移動度が低下し
てしまうため、ｙ２はｘ２の３倍未満であることが好ましい。
【０１２１】
なお、第１の酸化物層２０７がＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物であるとき、ＺｎおよびＯを除いて
のＩｎおよびＭの原子数比率は好ましくはＩｎが５０ａｔｏｍｉｃ％未満、Ｍが５０ａｔ
ｏｍｉｃ％以上、さらに好ましくはＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％未満、Ｍが７５ａｔｏｍｉ
ｃ％以上とする。また、酸化物半導体層２０８がＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物であるとき、Ｚｎ
およびＯを除いてのＩｎおよびＭの原子数比率は好ましくはＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％以
上、Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％未満、さらに好ましくはＩｎが３４ａｔｏｍｉｃ％以上、Ｍ
が６６ａｔｏｍｉｃ％未満とする。また、第２の酸化物層２０９がＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物
であるとき、ＺｎおよびＯを除いてのＩｎおよびＭの原子数比率は好ましくはＩｎが５０
ａｔｏｍｉｃ％未満、Ｍが５０ａｔｏｍｉｃ％以上、さらに好ましくはＩｎが２５ａｔｏ
ｍｉｃ％未満、Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％以上とする。
【０１２２】
なお、第１の酸化物層２０７と、第２の酸化物層２０９とは、異なる金属元素を構成元素
として含む層としてもよいし、同じ金属元素を同一の原子数比で、又は異なる原子数比で
含む層としてもよい。
【０１２３】
第１の酸化物層２０７、酸化物半導体層２０８、及び第２の酸化物層２０９には、例えば
、インジウム、亜鉛及びガリウムを含んだ酸化物半導体を用いることができる。
【０１２４】
また、第１の酸化物層２０７及び第２の酸化物層２０９は、酸化物半導体層２０８を構成
する金属元素を一種以上含み、伝導帯下端のエネルギーが酸化物半導体層２０８よりも、
０．０５ｅＶ、０．０７ｅＶ、０．１ｅＶ、０．１５ｅＶのいずれか以上であって、２ｅ
Ｖ、１ｅＶ、０．５ｅＶ、０．４ｅＶのいずれか以下の範囲で真空準位に近い酸化物半導
体で形成することが好ましい。
【０１２５】
このような構造において、第１のゲート電極層２０２及び／または第２のゲート電極層２
１６に電界を印加すると、第１のゲート絶縁層の一部として機能する絶縁層２０６と、第
２のゲート電極層として機能する絶縁層２１４に挟まれた、第１の酸化物層２０７、酸化
物半導体層２０８及び第２の酸化物層２０９からなる積層構造のうち、伝導帯下端のエネ
ルギーが最も小さい酸化物半導体層２０８にチャネルが形成される。すなわち、第１の酸
化物層２０７及び第２の酸化物層２０９が形成されていることよって、トランジスタのチ
ャネルを、酸化物半導体層２０８と構成元素（ただし、酸素を除く）が異なる絶縁層であ
る絶縁層２０６及び絶縁層２１４と接しない構造とすることができる。
【０１２６】
図５（Ｄ）に、絶縁層２０６、第１の酸化物層２０７、酸化物半導体層２０８、第２の酸
化物層２０９及び絶縁層２１４を含む積層構造のバンド構造を模式的に示す。図５（Ｄ）
において、Ｅｖａｃは真空準位のエネルギー、Ｅｃは伝導帯下端のエネルギーを示す。
【０１２７】
図５（Ｄ）より、酸化物層に挟まれた酸化物半導体層がウェル（井戸）となり、当該積層
構造を用いたトランジスタにおいて、チャネルが酸化物半導体層に形成されることがわか
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る。なお、第１の酸化物層２０７、酸化物半導体層２０８及び第２の酸化物層２０９は伝
導帯下端のエネルギーが連続的に変化しているため、Ｕ字型井戸（Ｕ　Ｓｈａｐｅ　Ｗｅ
ｌｌ）、または、ラウンドウェルとも呼ぶことができる。また、このような構成で形成さ
れたチャネルを埋め込みチャネルということもできる。
【０１２８】
図５（Ｄ）に示すように、第１の酸化物層２０７、酸化物半導体層２０８及び第２の酸化
物層２０９の界面近傍において、伝導帯下端のエネルギーが曲線を描くように連続的に変
化する。Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物で表記される酸化物層において、組成に対するＭの割合が
高いほど該酸化物層のエネルギーバンドギャップが広くなるため、第１の酸化物層２０７
、酸化物半導体層２０８、及び第２の酸化物層２０９の界面近傍で各々の層の混合領域（
混合層）が形成され、該混合領域においては前述の元素Ｍの組成が徐々に変化することで
、図５（Ｄ）に示すようなラウンドウェルが形成されると理解される。また、第１の酸化
物層２０７、酸化物半導体層２０８、第２の酸化物層２０９の組成が近似することにより
、酸素が相互に拡散しやすい。一方で、構成元素の異なる絶縁層２０６と第１の酸化物層
２０７との間、及び第２の酸化物層２０９と絶縁層２１４との間には、上述の混合領域が
形成されにくいため、エネルギーバンド図においても連続的な変化は見られない。
【０１２９】
第１の酸化物層２０７、酸化物半導体層２０８及び第２の酸化物層２０９の界面近傍にお
いて、伝導帯下端のエネルギーにラウンドウェルが形成されることで、該界面近傍におけ
る電界集中を緩和することができる。
【０１３０】
なお、図５（Ｄ）では第１の酸化物層２０７の伝導帯下端のエネルギーが第２の酸化物層
２０９の伝導帯下端のエネルギーよりも真空準位に近い場合を例に示したが、双方が同じ
伝導帯下端のエネルギーを有する酸化物層であってもよいし、第２の酸化物層２０９が第
１の酸化物層２０７の伝導帯下端のエネルギーよりも真空準位に近い伝導帯下端のエネル
ギーを有していてもよい。
【０１３１】
第１の酸化物層２０７及び第２の酸化物層２０９は、酸化物半導体層２０８を構成する金
属元素を一種以上含む酸化物層であるから、これらの積層構造は主成分を共通して積層さ
れた酸化物積層ともいえる。主成分を共通として積層された酸化物積層は、各層を単に積
層するのではなく連続接合（ここでは、特に伝導帯下端のエネルギーが各層の間で連続的
に変化するＵ字型（ラウンド）の井戸構造）が形成されるように作製する。なぜなら、各
層の界面にトラップ中心や再結合中心のような欠陥準位を形成するような不純物が混在し
ていると、エネルギーバンドの連続性が失われ、界面でキャリアがトラップあるいは再結
合により消滅してしまうためである。
【０１３２】
連続接合を形成するためには、ロードロック室を備えたマルチチャンバー方式の成膜装置
（スパッタリング装置）を用いて各層を大気に触れさせることなく連続して積層すること
が必要となる。スパッタリング装置における各チャンバーは、酸化物半導体にとって不純
物となる水等を可能な限り除去すべくクライオポンプのような吸着式の真空排気ポンプを
用いて高真空排気（５×１０－７Ｐａ以上１×１０－４Ｐａ以下）することが好ましい。
または、ターボ分子ポンプとコールドトラップを組み合わせて排気系からチャンバー内に
気体が逆流しないようにしておくことが好ましい。
【０１３３】
なお、高純度真性酸化物半導体を得るためには、チャンバー内を高真空排気するのみなら
ずスパッタガスの高純度化も必要である。スパッタガスとして用いる酸素ガスやアルゴン
ガスは、露点が－４０℃以下、好ましくは－８０℃以下、より好ましくは－１００℃以下
にまで高純度化したガスを用いることで酸化物半導体に水分等が取り込まれることを可能
な限り防ぐことができる。
【０１３４】



(19) JP 6314034 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

酸化物半導体層２０８の上層又は下層に設けられる第１の酸化物層２０７及び第２の酸化
物層２０９はバリア層として機能し、酸化物積層に接する絶縁層（絶縁層２０６及び絶縁
層２１４）と、酸化物積層との界面に形成されるトラップ準位の影響が、トランジスタの
キャリアの主な経路（キャリアパス）となる酸化物半導体層２０８へと及ぶことを抑制す
ることができる。
【０１３５】
具体的には、酸化物半導体層２０８と比較して酸素欠損の生じにくい第１の酸化物層２０
７及び第２の酸化物層２０９を酸化物半導体層２０８の上下に接して設けることで、酸化
物半導体層２０８における酸素欠損を低減することができる。これによって、酸化物半導
体層２０８の界面に酸素欠損に起因するトラップ準位が形成されることを抑制する。例え
ば、酸化物半導体層２０８は、一定電流測定法（ＣＰＭ：Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ｐｈｏｔｏ
ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｍｅｔｈｏｄ）により測定された局在準位による吸収係数を１×１０－

３／ｃｍ未満、好ましくは１×１０－４／ｃｍ未満とすることができる。
【０１３６】
また、酸化物半導体層２０８のバックチャネル側に構成元素の異なる絶縁層２１４（例え
ば、酸化シリコン膜を含む絶縁層）が接する場合、２層の界面に界面準位が形成され、該
界面準位はチャネルを形成することがある。このような場合、しきい値電圧の異なる第２
のトランジスタが出現し、トランジスタの見かけ上のしきい値電圧が変動することがある
。しかしながら、トランジスタ２８０においては酸化物半導体層２０８を構成する金属元
素を一種以上含んで第２の酸化物層２０９が構成されるため、酸化物半導体層２０８のバ
ックチャネル側界面に界面準位を形成しにくくなる。よって第２の酸化物層２０９を設け
ることにより、トランジスタのしきい値電圧などの電気特性のばらつきを低減することが
できる。
【０１３７】
また、ゲート絶縁層として機能する絶縁層２０６と酸化物半導体層２０８との界面にチャ
ネルが形成される場合、該界面で界面散乱が起こり、トランジスタの電界効果移動度が低
くなる。しかしながら、トランジスタ２８０においては、酸化物半導体層２０８を構成す
る金属元素を一種以上含んで第１の酸化物層２０７が構成されるため、酸化物半導体層２
０８のフロントチャネル側界面ではキャリアの散乱が起こりにくく、トランジスタの電界
効果移動度を高くすることができる。
【０１３８】
また、第１の酸化物層２０７及び第２の酸化物層２０９は、絶縁層２０６及び絶縁層２１
２の構成元素が、酸化物半導体層２０８へ混入して、不純物による準位が形成されること
を抑制するためのバリア層としても機能する。
【０１３９】
例えば、酸化物半導体層２０８に含まれるシリコンの濃度は３×１０１８／ｃｍ３以下、
好ましくは３×１０１７／ｃｍ３以下とする。また、酸化物半導体層２０８に含まれる炭
素の濃度は３×１０１８／ｃｍ３以下、好ましくは３×１０１７／ｃｍ３以下とする。
【０１４０】
なお、酸化物半導体層中の不純物濃度は二次イオン分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒ
ｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）で測定することができる。
【０１４１】
なお、第１の酸化物層２０７及び第２の酸化物層２０９は、酸化物半導体にとって不純物
となる絶縁層２０６及び絶縁層２１４の構成元素が酸化物半導体層２０８に混入すること
を抑制する厚さ以上とする。また、酸化物半導体層２０８の膜厚を大きくすることで、ト
ランジスタ２８０のオン電流を向上させることができるため、酸化物半導体層２０８の膜
厚は、少なくとも第１の酸化物層２０７及び第２の酸化物層２０９の膜厚よりも大きく形
成することが好ましい。
【０１４２】
また、第１の酸化物層２０７は、ゲート電極層とチャネルとして機能する酸化物半導体層
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２０８との間に設けられる層であるため、トランジスタのオン電流を向上させるためには
可能な限り薄くすることが好ましい。具体的には、第１の酸化物層２０７の膜厚は、例え
ば、０．３ｎｍ以上１０ｎｍ未満、好ましくは０．３ｎｍ以上５ｎｍ以下とすることがで
きる。
【０１４３】
また、水素や水分が不純物として酸化物半導体層に含まれてしまうとドナーを作りｎ型化
するため、第１の酸化物層２０７の下側に水素や水分が外部から侵入することを防止する
酸化アルミニウム膜を含む絶縁層２０６を設け、第２の酸化物層２０９の上側に水素や水
分が外部から侵入することを防止する酸化アルミニウム膜を含む絶縁層２１２を設けるこ
とは、井戸型構造を実現する上で有用である。
【０１４４】
なお、第１の酸化物層２０７または第２の酸化物層２０９の伝導帯下端のエネルギーと、
酸化物半導体層２０８の伝導帯下端のエネルギーとのエネルギー差が小さい場合、酸化物
半導体層２０８の電子が該エネルギー差を越えてトラップ準位に達することがある。トラ
ップ準位に電子が捕獲されることで、絶縁膜界面にマイナスの固定電荷が生じ、トランジ
スタのしきい値電圧はプラス方向にシフトしてしまう。
【０１４５】
したがって、第１の酸化物層２０７または第２の酸化物層２０９の伝導帯下端のエネルギ
ーと、酸化物半導体層２０８の伝導帯下端のエネルギーとのエネルギー差を、それぞれ０
．１ｅＶ以上、好ましくは０．１５ｅＶ以上とすることで、トランジスタのしきい値電圧
の変動が低減され、安定した電気特性を得ることができる。
【０１４６】
図６に本実施の形態のトランジスタの別の構成例を示す。図６（Ａ）は、トランジスタ２
８０の平面図であり、図６（Ｂ）は、図６（Ａ）のＶ４－Ｗ４における断面図であり、図
６（Ｃ）は、図６（Ａ）のＸ４－Ｙ４における断面図である。
【０１４７】
図６に示すトランジスタ２８０は、第２の酸化物層２０９が、ソース電極層２１０ａ及び
ドレイン電極層２１０ｂから露出した酸化物半導体層２０８を覆うように、ソース電極層
２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂ上に設けられる点において、図５のトランジスタ２
７０と相違する。その他の構成は、トランジスタ２７０と同様とすることができる。
【０１４８】
トランジスタ２８０では、絶縁層２０６上に、第１の酸化物層２０７となる第１の酸化物
膜と、酸化物半導体膜を連続的に成膜し、レジストマスクを用いたエッチングによって第
１の酸化物膜及び酸化物半導体膜を島状に加工することで、第１の酸化物層２０７及び酸
化物半導体層２０８が形成される。また、第１の酸化物層２０７及び酸化物半導体層２０
８の一部に接するソース電極層２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂを形成後、該ソース
電極層２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂから露出した酸化物半導体層２０８を覆うよ
うにソース電極層２１０ａ及びドレイン電極層２１０ｂ上に接して、第２の酸化物層２０
９となる第２の酸化物膜及び絶縁膜２１４ａとを連続的に形成し、第２のゲート電極層２
１６をマスクとして第２の酸化物膜及び絶縁膜２１４ａを加工することで、第２の酸化物
層２０９及び絶縁層２１４が形成される。
【０１４９】
なお、上記において第１の酸化物膜及び酸化物半導体膜、または、第２の酸化物膜及び絶
縁膜２１４ａを大気開放することなく連続的に形成すると、２層の界面への水素や水分等
の不純物の吸着を防止することができるため、好ましい。
【０１５０】
なお、上述の通り、トランジスタ２８０に含まれる第１の酸化物層２０７、酸化物半導体
層２０８は同じレジストマスクを用いて加工されるため、第１の酸化物層２０７の上端部
と酸化物半導体層２０８の下端部は略一致する。または、第１の酸化物層２０７及び酸化
物半導体層２０８は、略一致した上面形状を有する。また、第２の酸化物層２０９及び絶
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縁層２１４は、第２のゲート電極層２１６をマスクとして加工されるため、第２の酸化物
層２０９の上端部と絶縁層２１４の下端部は略一致し、絶縁層２１４の上端部と第２のゲ
ート電極層２１６の下端部は略一致する。または、第２の酸化物層２０９、絶縁層２１４
及び第２のゲート電極層２１６は、略一致した上面形状を有する。
【０１５１】
トランジスタ２８０は、第１の酸化物層２０７及び酸化物半導体層２０８を島状に加工し
た後に、島状の第１の酸化物層２０７及び島状の酸化物半導体層２０８を覆うように第２
の酸化物層２０９となる第２の酸化物膜を形成することで、酸化物半導体層２０８及び第
１の酸化物層２０７のチャネル幅方向の側面が、第２の酸化物層２０９によって覆われた
構成を有する。これによって、酸化物半導体層２０８のチャネル幅方向の側面においても
界面準位の生成を抑制することが可能である。
【０１５２】
本実施の形態で示すトランジスタは、酸化物半導体層２０８と、該酸化物半導体層２０８
と重なるゲート絶縁層及び保護絶縁層との間に、酸化物半導体層２０８を構成する金属元
素のうち、少なくとも一の金属元素を構成元素として含む酸化物層を有することにより、
酸化物半導体層２０８と、該酸化物半導体層と重なる絶縁層との界面にトラップ準位が形
成されることを抑制することができる。よって、トランジスタの電気特性の劣化を抑制す
ることができる。
【０１５３】
また、本実施の形態で示すトランジスタは、酸化物半導体層２０８の下側及び上側に重な
るように設けられた第１のゲート電極層２０２及び第２のゲート電極層２１６によって、
酸化物半導体層２０８の垂直方向の上下からゲート電極層の電界が印加される。よって、
トランジスタのしきい値電圧を良好に制御することが可能となる。
【０１５４】
また、本実施の形態において、第２のゲート絶縁層を介して酸化物半導体層２０８と重な
る第２のゲート電極層２１６は、酸化物半導体層２０８のチャネル形成領域の側面及び底
面と重なるように設けられているため、チャネル形成領域に対して側面方向及び底面方向
から電界が印加される。よって、トランジスタのしきい値電圧をより良好に制御し、且つ
Ｓ値を小さくすることができる。
【０１５５】
さらに本実施の形態のトランジスタは、過剰酸素を含有する酸化アルミニウム膜を含む絶
縁層２０６、２１２を、酸化物半導体層２０８を包み込むように設けることで、酸化アル
ミニウム膜を含む絶縁層２０６、２１２で包まれた酸化物半導体層２０８へ十分に酸素を
供給するとともに、酸化物半導体層２０８からの酸素の脱離、及び酸化物半導体層２０８
への水素等の不純物の混入を抑制することが可能となる。
【０１５６】
また、酸化物半導体層２０８を、過剰酸素を含有する酸化アルミニウム膜を含む絶縁層で
包み込むとともに、酸化物半導体層２０８に接して、酸化物半導体層２０８を構成する金
属元素のうち少なくとも一の金属元素を構成元素として含む酸化物層を設けることで、チ
ャネルが形成される酸化物半導体層２０８の界面で生じうるキャリアの散乱をより抑制す
ることができるため、効果的である。
【０１５７】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
【０１５８】
（実施の形態３）
本実施の形態では、実施の形態１又は実施の形態２のトランジスタに適用可能な酸化物半
導体層の一例について説明する。
【０１５９】
酸化物半導体層は、非単結晶酸化物半導体層と単結晶酸化物半導体層とに大別される。非
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単結晶酸化物半導体層とは、ＣＡＡＣ－ＯＳ（Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓ
ｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）層、多結晶酸化物半導体層
、微結晶酸化物半導体層、非晶質酸化物半導体層などをいう。
【０１６０】
まずは、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜について説明する。
【０１６１】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、ｃ軸配向した複数の結晶部を有する酸化物半導体層の一つである。
【０１６２】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）によって観察すると、明確な結晶部同士の境界、即ち結
晶粒界（グレインバウンダリーともいう。）を確認することが困難である。そのため、Ｃ
ＡＡＣ－ＯＳ膜は、結晶粒界に起因する電子移動度の低下が起こりにくいといえる。
【０１６３】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を、試料面と概略平行な方向からＴＥＭによって観察（断面ＴＥＭ観察
）すると、結晶部において、金属原子が層状に配列していることを確認できる。金属原子
の各層は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の膜を形成する面（被形成面ともいう。）または上面の凹凸
を反映した形状であり、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面または上面と平行に配列する。
【０１６４】
一方、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を、試料面と概略垂直な方向からＴＥＭによって観察（平面ＴＥ
Ｍ観察）すると、結晶部において、金属原子が三角形状または六角形状に配列しているこ
とを確認できる。しかしながら、異なる結晶部間で、金属原子の配列に規則性は見られな
い。
【０１６５】
断面ＴＥＭ観察および平面ＴＥＭ観察より、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶部は配向性を有して
いることがわかる。
【０１６６】
なお、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれるほとんどの結晶部は、一辺が１００ｎｍ未満の立方体
内に収まる大きさである。従って、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる結晶部は、一辺が１０ｎ
ｍ未満、５ｎｍ未満または３ｎｍ未満の立方体内に収まる大きさの場合も含まれる。ただ
し、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる複数の結晶部が連結することで、一つの大きな結晶領域
を形成する場合がある。例えば、平面ＴＥＭ像において、２５００ｎｍ２以上、５μｍ２

以上または１０００μｍ２以上となる結晶領域が観察される場合がある。
【０１６７】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、Ｘ線回折（ＸＲＤ：Ｘ－Ｒａｙ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ）装
置を用いて構造解析を行うと、例えばＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ膜
のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法による解析では、回折角（２θ）が３１°近傍にピークが
現れる場合がある。このピークは、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（００９）面に帰属される
ことから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶がｃ軸配向性を有し、ｃ軸が被形成面または上面に概
略垂直な方向を向いていることが確認できる。
【０１６８】
一方、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、ｃ軸に概略垂直な方向からＸ線を入射させるｉｎ－ｐｌ
ａｎｅ法による解析では、２θが５６°近傍にピークが現れる場合がある。このピークは
、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（１１０）面に帰属される。ＩｎＧａＺｎＯ４の単結晶酸化
物半導体層であれば、２θを５６°近傍に固定し、試料面の法線ベクトルを軸（φ軸）と
して試料を回転させながら分析（φスキャン）を行うと、（１１０）面と等価な結晶面に
帰属されるピークが６本観察される。これに対し、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の場合は、２θを５
６°近傍に固定してφスキャンした場合でも、明瞭なピークが現れない。
【０１６９】
以上のことから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜では、異なる結晶部間ではａ軸およびｂ軸の配向は不
規則であるが、ｃ軸配向性を有し、かつｃ軸が被形成面または上面の法線ベクトルに平行
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な方向を向いていることがわかる。従って、前述の断面ＴＥＭ観察で確認された層状に配
列した金属原子の各層は、結晶のａｂ面に平行な面である。
【０１７０】
なお、結晶部は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を成膜した際、または加熱処理などの結晶化処理を行
った際に形成される。上述したように、結晶のｃ軸は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面また
は上面の法線ベクトルに平行な方向に配向する。従って、例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の形
状をエッチングなどによって変化させた場合、結晶のｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面
または上面の法線ベクトルと平行にならないこともある。
【０１７１】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中において、ｃ軸配向した結晶部の分布が均一でなくてもよい。
例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶部が、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の上面近傍からの結晶成長によ
って形成される場合、上面近傍の領域は、被形成面近傍の領域よりもｃ軸配向した結晶部
の割合が高くなることがある。また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に不純物を添加する場合、不純物
が添加された領域が変質し、部分的にｃ軸配向した結晶部の割合の異なる領域が形成され
ることもある。
【０１７２】
なお、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ膜のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法
による解析では、２θが３１°近傍のピークの他に、２θが３６°近傍にもピークが現れ
る場合がある。２θが３６°近傍のピークは、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中の一部に、ｃ軸配向性
を有さない結晶が含まれることを示している。ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、２θが３１°近傍に
ピークを示し、２θが３６°近傍にピークを示さないことが好ましい。
【０１７３】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、不純物濃度の低い酸化物半導体層である。不純物は、水素、炭素、
シリコン、遷移金属元素などの酸化物半導体層の主成分以外の元素である。特に、シリコ
ンなどの、酸化物半導体層を構成する金属元素よりも酸素との結合力の強い元素は、酸化
物半導体層から酸素を奪うことで酸化物半導体層の原子配列を乱し、結晶性を低下させる
要因となる。また、鉄やニッケルなどの重金属、アルゴン、二酸化炭素などは、原子半径
（または分子半径）が大きいため、酸化物半導体層内部に含まれると、酸化物半導体層の
原子配列を乱し、結晶性を低下させる要因となる。なお、酸化物半導体層に含まれる不純
物は、キャリアトラップやキャリア発生源となる場合がある。
【０１７４】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、欠陥準位密度の低い酸化物半導体層である。例えば、酸化物
半導体層中の酸素欠損は、キャリアトラップとなることや、水素を捕獲することによって
キャリア発生源となることがある。
【０１７５】
不純物濃度が低く、欠陥準位密度が低い（酸素欠損の少ない）、すなわち高純度真性また
は実質的に高純度真性である酸化物半導体層は、キャリア発生源が少ないため、キャリア
密度を低くすることができる。従って、当該酸化物半導体層を用いたトランジスタは、し
きい値電圧がマイナスとなる電気特性（ノーマリオンともいう。）になることが少ない。
また、高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体層は、キャリアトラップ
が少ない。そのため、当該酸化物半導体層を用いたトランジスタは、電気特性の変動が小
さく、信頼性の高いトランジスタとなる。なお、酸化物半導体層のキャリアトラップに捕
獲された電荷は、放出するまでに要する時間が長く、あたかも固定電荷のように振る舞う
ことがある。そのため、不純物濃度が高く、欠陥準位密度が高い酸化物半導体層を用いた
トランジスタは、電気特性が不安定となる場合がある。
【０１７６】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性
の変動が小さい。
【０１７７】
次に、微結晶酸化物半導体層について説明する。
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【０１７８】
微結晶酸化物半導体層は、ＴＥＭによる観察像では、明確に結晶部を確認することができ
ない場合がある。微結晶酸化物半導体層に含まれる結晶部は、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下
、または１ｎｍ以上１０ｎｍ以下の大きさであることが多い。特に、１ｎｍ以上１０ｎｍ
以下、または１ｎｍ以上３ｎｍ以下の微結晶であるナノ結晶（ｎｃ：ｎａｎｏｃｒｙｓｔ
ａｌ）を有する酸化物半導体層を、ｎｃ－ＯＳ（ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘ
ｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）膜と呼ぶ。また、ｎｃ－ＯＳ膜は、例えば、ＴＥ
Ｍによる観察像では、結晶粒界を明確に確認できない場合がある。
【０１７９】
ｎｃ－ＯＳ膜は、微小な領域（例えば、１ｎｍ以上１０ｎｍ以下の領域、特に１ｎｍ以上
３ｎｍ以下の領域）において原子配列に周期性を有する。また、ｎｃ－ＯＳ膜は、異なる
結晶部間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、膜全体で配向性が見られない。従
って、ｎｃ－ＯＳ膜は、分析方法によっては、非晶質酸化物半導体層と区別が付かない場
合がある。例えば、ｎｃ－ＯＳ膜に対し、結晶部よりも大きい径のＸ線を用いるＸＲＤ装
置を用いて構造解析を行うと、ｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法による解析では、結晶面を示
すピークが検出されない。また、ｎｃ－ＯＳ膜に対し、結晶部よりも大きいプローブ径（
例えば５０ｎｍ以上）の電子線を用いる電子線回折（制限視野電子線回折ともいう。）を
行うと、ハローパターンのような回折パターンが観測される。一方、ｎｃ－ＯＳ膜に対し
、結晶部の大きさと近いか結晶部より小さいプローブ径（例えば１ｎｍ以上３０ｎｍ以下
）の電子線を用いる電子線回折（ナノビーム電子線回折ともいう。）を行うと、スポット
が観測される。また、ｎｃ－ＯＳ膜に対しナノビーム電子線回折を行うと、円を描くよう
に（リング状に）輝度の高い領域が観測される場合がある。また、ｎｃ－ＯＳ膜に対しナ
ノビーム電子線回折を行うと、リング状の領域内に複数のスポットが観測される場合があ
る。
【０１８０】
ｎｃ－ＯＳ膜は、非晶質酸化物半導体層よりも規則性の高い酸化物半導体層である。その
ため、ｎｃ－ＯＳ膜は、非晶質酸化物半導体層よりも欠陥準位密度が低くなる。ただし、
ｎｃ－ＯＳ膜は、異なる結晶部間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、ｎｃ－Ｏ
Ｓ膜は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜と比べて欠陥準位密度が高くなる。
【０１８１】
なお、酸化物半導体層は、例えば、非晶質酸化物半導体層、微結晶酸化物半導体層、ＣＡ
ＡＣ－ＯＳ膜のうち、二種以上を有する積層膜であってもよい。
【０１８２】
以下に、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の成膜方法の例について説明する。
【０１８３】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、例えば、多結晶である酸化物半導体スパッタリング用ターゲットを
用い、スパッタリング法によって成膜する。当該スパッタリング用ターゲットにイオンが
衝突すると、スパッタリング用ターゲットに含まれる結晶領域がａ－ｂ面から劈開し、ａ
－ｂ面に平行な面を有する平板状またはペレット状のスパッタリング粒子として剥離する
ことがある。この場合、当該平板状またはペレット状のスパッタリング粒子が、結晶状態
を維持したまま基板に到達することで、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を成膜することができる。
【０１８４】
平板状またはペレット状のスパッタリング粒子は、例えば、ａ－ｂ面に平行な面の円相当
径が３ｎｍ以上１０ｎｍ以下、厚さ（ａ－ｂ面に垂直な方向の長さ）が０．７ｎｍ以上１
ｎｍ未満である。なお、平板状またはペレット状のスパッタリング粒子は、ａ－ｂ面に平
行な面が正三角形または正六角形であってもよい。ここで、面の円相当径とは、面の面積
と等しい正円の直径をいう。
【０１８５】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を成膜するために、以下の条件を適用することが好ましい。
【０１８６】



(25) JP 6314034 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

成膜時の基板温度を高めることで、基板到達後にスパッタリング粒子のマイグレーション
が起こる。具体的には、基板温度を１００℃以上７４０℃以下として成膜する。成膜時の
基板温度を高めることで、平板状またはペレット状のスパッタリング粒子が基板に到達し
た場合、基板上でマイグレーションが起こり、スパッタリング粒子の平らな面が基板に付
着する。このとき、スパッタリング粒子が正に帯電することで、スパッタリング粒子同士
が反発しながら基板に付着するため、スパッタリング粒子が偏って不均一に重なることが
なく、厚さの均一なＣＡＡＣ－ＯＳ膜を成膜することができる。一方、成膜雰囲気の温度
が高すぎると、ターゲットに含まれる亜鉛が昇華してしまうことがあるため、基板温度は
、好ましくは２００℃以上５００℃以下、より好ましくは２００℃以上３５０℃以下とす
る。
【０１８７】
成膜時の不純物混入を低減することで、不純物によって結晶状態が崩れることを抑制でき
る。例えば、成膜室内に存在する不純物濃度（水素、水、二酸化炭素及び窒素など）を低
減すればよい。また、成膜ガス中の不純物濃度を低減すればよい。具体的には、露点が－
８０℃以下、好ましくは－１００℃以下である成膜ガスを用いる。
【０１８８】
また、成膜ガス中の酸素割合を高め、電力を最適化することで成膜時のプラズマダメージ
を軽減すると好ましい。成膜ガス中の酸素割合は、３０体積％以上、好ましくは１００体
積％とする。
【０１８９】
または、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、以下の方法により形成する。
【０１９０】
まず、第１の酸化物半導体膜を１ｎｍ以上１０ｎｍ未満の厚さで成膜する。第１の酸化物
半導体膜はスパッタリング法を用いて成膜する。具体的には、基板温度を１００℃以上５
００℃以下、好ましくは１５０℃以上４５０℃以下とし、成膜ガス中の酸素割合を３０体
積％以上、好ましくは１００体積％として成膜する。
【０１９１】
次に、加熱処理を行い、第１の酸化物半導体膜を結晶性の高い第１のＣＡＡＣ－ＯＳ膜と
する。加熱処理の温度は、３５０℃以上７４０℃以下、好ましくは４５０℃以上６５０℃
以下とする。また、加熱処理の時間は１分以上２４時間以下、好ましくは６分以上４時間
以下とする。また、加熱処理は、不活性雰囲気または酸化性雰囲気で行えばよい。好まし
くは、不活性雰囲気で加熱処理を行った後、酸化性雰囲気で加熱処理を行う。不活性雰囲
気での加熱処理により、第１の酸化物半導体膜の不純物濃度を短時間で低減することがで
きる。一方、不活性雰囲気での加熱処理により第１の酸化物半導体膜に酸素欠損が生成さ
れることがある。その場合、酸化性雰囲気での加熱処理によって該酸素欠損を低減するこ
とができる。なお、加熱処理は１０００Ｐａ以下、１００Ｐａ以下、１０Ｐａ以下または
１Ｐａ以下の減圧下で行ってもよい。減圧下では、第１の酸化物半導体膜の不純物濃度を
さらに短時間で低減することができる。
【０１９２】
第１の酸化物半導体膜は、厚さが１ｎｍ以上１０ｎｍ未満であることにより、厚さが１０
ｎｍ以上である場合と比べ、加熱処理によって容易に結晶化させることができる。
【０１９３】
次に、第１の酸化物半導体膜と同じ組成である第２の酸化物半導体膜を１０ｎｍ以上５０
ｎｍ以下の厚さで成膜する。第２の酸化物半導体膜はスパッタリング法を用いて成膜する
。具体的には、基板温度を１００℃以上５００℃以下、好ましくは１５０℃以上４５０℃
以下とし、成膜ガス中の酸素割合を３０体積％以上、好ましくは１００体積％として成膜
する。
【０１９４】
次に、加熱処理を行い、第２の酸化物半導体膜を第１のＣＡＡＣ－ＯＳ膜から固相成長さ
せることで、結晶性の高い第２のＣＡＡＣ－ＯＳ膜とする。加熱処理の温度は、３５０℃
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以上７４０℃以下、好ましくは４５０℃以上６５０℃以下とする。また、加熱処理の時間
は１分以上２４時間以下、好ましくは６分以上４時間以下とする。また、加熱処理は、不
活性雰囲気または酸化性雰囲気で行えばよい。好ましくは、不活性雰囲気で加熱処理を行
った後、酸化性雰囲気で加熱処理を行う。不活性雰囲気での加熱処理により、第２の酸化
物半導体膜の不純物濃度を短時間で低減することができる。一方、不活性雰囲気での加熱
処理により第２の酸化物半導体膜に酸素欠損が生成されることがある。その場合、酸化性
雰囲気での加熱処理によって該酸素欠損を低減することができる。なお、加熱処理は１０
００Ｐａ以下、１００Ｐａ以下、１０Ｐａ以下または１Ｐａ以下の減圧下で行ってもよい
。減圧下では、第２の酸化物半導体膜の不純物濃度をさらに短時間で低減することができ
る。
【０１９５】
以上のようにして、合計の厚さが１０ｎｍ以上であるＣＡＡＣ－ＯＳ膜を形成することが
できる。当該ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を、酸化物積層における酸化物半導体層として好適に用い
ることができる。
【０１９６】
次に、例えば、基板加熱しないことなどにより被形成面が低温（例えば、１３０℃未満、
１００℃未満、７０℃未満または室温（２０℃以上２５℃以下）程度）である場合の酸化
物膜の形成方法について説明する。
【０１９７】
被形成面が低温の場合、スパッタ粒子は被成膜面に不規則に降り注ぐ。スパッタ粒子は、
例えば、マイグレーションをしないため、既に他のスパッタ粒子が堆積している領域も含
め、無秩序に堆積していく。即ち、堆積して得られる酸化物膜は、例えば、厚さが均一で
なく、結晶の配向も無秩序になる場合がある。このようにして得られた酸化物膜は、スパ
ッタ粒子の結晶性を、ある程度維持するため、結晶部（ナノ結晶）を有する。
【０１９８】
また、例えば、成膜時の圧力が高い場合、飛翔中のスパッタ粒子は、アルゴンなどの他の
粒子（原子、分子、イオン、ラジカルなど）と衝突する頻度が高まる。スパッタ粒子は、
飛翔中に他の粒子と衝突する（再スパッタされる）ことで、結晶構造が崩れる場合がある
。例えば、スパッタ粒子は、他の粒子と衝突することで、平板状の形状を維持することが
できず、細分化（例えば各原子に分かれた状態）される場合がある。このとき、スパッタ
粒子から分かれた各原子が被形成面に堆積していくことで、非晶質酸化物膜が形成される
場合がある。
【０１９９】
また、出発点に多結晶酸化物を有するターゲットを用いたスパッタリング法ではなく、液
体を用いて成膜する方法の場合、またはターゲットなどの固体を気体化することで成膜す
る方法の場合、各原子に分かれた状態で飛翔して被形成面に堆積するため、非晶質酸化物
膜が形成される場合がある。また、例えば、レーザアブレーション法では、ターゲットか
ら放出された原子、分子、イオン、ラジカル、クラスターなどが飛翔して被形成面に堆積
するため、非晶質酸化物膜が形成される場合がある。
【０２００】
本発明の一態様のトランジスタおいて、酸化物半導体層を挟む酸化物層を設ける場合、第
１の酸化物層、酸化物半導体層又は第２の酸化物層にはそれぞれ、上述のいずれの結晶状
態の酸化物層又は酸化物半導体層を適用してもよい。但し、チャネルとして機能する酸化
物半導体層には、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を適用することが好ましい。
【０２０１】
以上、本実施の形態で示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０２０２】
（実施の形態４）
本実施の形態では、実施の形態１又は２のいずれかで一例を示したトランジスタを利用し
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た回路の一例について、図面を参照して説明する。
【０２０３】
図１１（Ａ）に半導体装置の回路図を、図１１（Ｃ）に半導体装置の断面図をそれぞれ示
す。図１１（Ｃ）は、左側にトランジスタ２６０のチャネル長方向の断面図を示し、右側
にチャネル幅方向の断面図を示している。また回路図には、酸化物半導体が適用されたト
ランジスタであることを明示するために、「ＯＳ」の記載を付している。
【０２０４】
図１１（Ｃ）に示す半導体装置は、下部に第１の半導体材料を用いたトランジスタ２２０
０を有し、上部に第２の半導体材料を用いたトランジスタを有する。ここでは、第２の半
導体材料を用いたトランジスタとして、実施の形態１で例示したトランジスタ２６０を適
用した例について説明する。
【０２０５】
ここで、第１の半導体材料と第２の半導体材料は異なる禁制帯幅を持つ材料とすることが
望ましい。例えば、第１の半導体材料を酸化物半導体以外の半導体材料（シリコン、ゲル
マニウム、シリコンゲルマニウム、炭化シリコン、またはガリウムヒ素等など）とし、第
２の半導体材料を実施の形態１で説明した酸化物半導体とすることができる。酸化物半導
体以外の材料として単結晶シリコンなどを用いたトランジスタは、高速動作が容易である
。一方で、酸化物半導体を用いたトランジスタは、オフ電流が低い。
【０２０６】
ここでは、トランジスタ２２００がｐチャネル型のトランジスタであるものとして説明す
るが、ｎチャネル型のトランジスタを用いて異なる回路を構成できることは言うまでもな
い。また、酸化物半導体を用いた実施の形態１又は２に示すようなトランジスタを用いる
他は、半導体装置に用いられる材料や半導体装置の構造など、半導体装置の具体的な構成
をここで示すものに限定する必要はない。
【０２０７】
図１１（Ａ）、（Ｃ）に示す構成は、ｐチャネル型のトランジスタとｎチャネル型のトラ
ンジスタを直列に接続し、且つ、それぞれのゲートを接続した、いわゆるＣＭＯＳ回路の
構成例について示している。
【０２０８】
なお、図１１（Ｃ）に示すように、トランジスタ２６０は、トランジスタ２２００上に積
層して設けられている。このように、２つのトランジスタを積層することにより、回路の
占有面積が低減され、より高密度に複数の回路を配置することができる。さらに、トラン
ジスタ２６０の第１のゲート電極層は、トランジスタ２２００のゲート電極層と共通の電
極とすることができる。これによって、半導体装置のさらなる高集積化が図れ、また半導
体装置の作製工程の短縮化を図ることができるため、好ましい。
【０２０９】
なお、図１１（Ｃ）では、トランジスタ２６０のソースまたはドレインの一方と、トラン
ジスタ２２００のソースまたはドレインの一方がプラグによって電気的に接続されている
。
【０２１０】
本発明の一態様の酸化物半導体が適用されたトランジスタは、オン電流が高められている
ため、回路の高速動作が可能となる。
【０２１１】
なお、図１１（Ｃ）に示す構成において、トランジスタ２６０やトランジスタ２２００の
電極の接続構成を異ならせることにより、様々な回路を構成することができる。例えば図
１１（Ｂ）に示すように、トランジスタ２６０のソースまたはドレインの一方とトランジ
スタ２２００のソースまたはドレインの一方を接続し、トランジスタ２６０のソースまた
はドレインの他方とトランジスタ２２００のソースまたはドレインの他方を接続した回路
構成とすることにより、いわゆるアナログスイッチとして機能させることができる。
【０２１２】
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本実施の形態は、本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせて実施すること
ができる。
【０２１３】
（実施の形態５）
本実施の形態では、実施の形態１又は２のいずれかで一例を示したトランジスタを使用し
、電力が供給されない状況でも記憶内容の保持が可能で、かつ、書き込み回数にも制限が
無い半導体装置（記憶装置）の一例を、図面を用いて説明する。
【０２１４】
図７に半導体装置の回路図を示す。
【０２１５】
図７に示す半導体装置は、第１の半導体材料を用いたトランジスタ３２００と第２の半導
体材料を用いたトランジスタ３３００、および容量素子３４００を有している。なお、ト
ランジスタ３３００としては、実施の形態１又は２で説明したトランジスタを用いること
ができる。なお、図７では、トランジスタ３３００が、酸化物半導体を含むことを明確に
判明できるよう、トランジスタの記号に「ＯＳ」と付記している。
【０２１６】
トランジスタ３３００は、酸化物半導体を有する半導体層にチャネルが形成されるトラン
ジスタである。トランジスタ３３００は、オフ電流が小さいため、これを用いることによ
り長期にわたり記憶内容を保持することが可能である。つまり、リフレッシュ動作を必要
としない、或いは、リフレッシュ動作の頻度が極めて少ない半導体記憶装置とすることが
可能となるため、消費電力を十分に低減することができる。
【０２１７】
図７において、第１の配線３００１はトランジスタ３２００のソース電極と電気的に接続
され、第２の配線３００２はトランジスタ３２００のドレイン電極と電気的に接続されて
いる。また、第３の配線３００３はトランジスタ３３００のソース電極またはドレイン電
極の一方と電気的に接続され、第４の配線３００４はトランジスタ３３００のゲート電極
と電気的に接続されている。そして、トランジスタ３２００のゲート電極、およびトラン
ジスタ３３００のソース電極またはドレイン電極の他方は、容量素子３４００の電極の一
方と電気的に接続され、第５の配線３００５は容量素子３４００の電極の他方と電気的に
接続されている。
【０２１８】
図７に示す半導体装置では、トランジスタ３２００のゲート電極の電位が保持可能という
特徴を活かすことで、次のように、情報の書き込み、保持、読み出しが可能である。
【０２１９】
情報の書き込みおよび保持について説明する。まず、第４の配線３００４の電位を、トラ
ンジスタ３３００がオン状態となる電位にして、トランジスタ３３００をオン状態とする
。これにより、第３の配線３００３の電位が、トランジスタ３２００のゲート電極、およ
び容量素子３４００に与えられる。すなわち、トランジスタ３２００のゲート電極には、
所定の電荷が与えられる（書き込み）。ここでは、異なる二つの電位レベルを与える電荷
（以下Ｌｏｗレベル電荷、Ｈｉｇｈレベル電荷という）のいずれかが与えられるものとす
る。その後、第４の配線３００４の電位を、トランジスタ３３００がオフ状態となる電位
にして、トランジスタ３３００をオフ状態とすることにより、トランジスタ３２００のゲ
ート電極に与えられた電荷が保持される（保持）。
【０２２０】
トランジスタ３３００のオフ電流は極めて小さいため、トランジスタ３２００のゲート電
極の電荷は長時間にわたって保持される。
【０２２１】
次に情報の読み出しについて説明する。第１の配線３００１に所定の電位（定電位）を与
えた状態で、第５の配線３００５に適切な電位（読み出し電位）を与えると、トランジス
タ３２００のゲート電極に保持された電荷量に応じて、第２の配線３００２は異なる電位
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をとる。一般に、トランジスタ３２００をｎチャネル型とすると、トランジスタ３２００
のゲート電極にＨｉｇｈレベル電荷が与えられている場合の見かけのしきい値Ｖｔｈ＿Ｈ

は、トランジスタ３２００のゲート電極にＬｏｗレベル電荷が与えられている場合の見か
けのしきい値Ｖｔｈ＿Ｌより低くなるためである。ここで、見かけのしきい値電圧とは、
トランジスタ３２００を「オン状態」とするために必要な第５の配線３００５の電位をい
うものとする。したがって、第５の配線３００５の電位をＶｔｈ＿ＨとＶｔｈ＿Ｌの間の
電位Ｖ０とすることにより、トランジスタ３２００のゲート電極に与えられた電荷を判別
できる。例えば、書き込みにおいて、Ｈｉｇｈレベル電荷が与えられていた場合には、第
５の配線３００５の電位がＶ０（＞Ｖｔｈ＿Ｈ）となれば、トランジスタ３２００は「オ
ン状態」となる。Ｌｏｗレベル電荷が与えられていた場合には、第５の配線３００５の電
位がＶ０（＜Ｖｔｈ＿Ｌ）となっても、トランジスタ３２００は「オフ状態」のままであ
る。このため、第２の配線３００２の電位を判別することで、保持されている情報を読み
出すことができる。
【０２２２】
なお、メモリセルをアレイ状に配置して用いる場合、所望のメモリセルの情報のみを読み
出せることが必要になる。このように情報を読み出さない場合には、ゲート電極の状態に
かかわらずトランジスタ３２００が「オフ状態」となるような電位、つまり、Ｖｔｈ＿Ｈ

より小さい電位を第５の配線３００５に与えればよい。または、ゲート電極の状態にかか
わらずトランジスタ３２００が「オン状態」となるような電位、つまり、Ｖｔｈ＿Ｌより
大きい電位を第５の配線３００５に与えればよい。
【０２２３】
本実施の形態に示す半導体装置では、チャネル形成領域に酸化物半導体を用いたオフ電流
の極めて小さいトランジスタを適用することで、極めて長期にわたり記憶内容を保持する
ことが可能である。つまり、リフレッシュ動作が不要となるか、または、リフレッシュ動
作の頻度を極めて低くすることが可能となるため、消費電力を十分に低減することができ
る。また、電力の供給がない場合（ただし、電位は固定されていることが望ましい）であ
っても、長期にわたって記憶内容を保持することが可能である。
【０２２４】
また、本実施の形態に示す半導体装置では、情報の書き込みに高い電圧を必要とせず、素
子の劣化の問題もない。例えば、従来の不揮発性メモリのように、フローティングゲート
への電子の注入や、フローティングゲートからの電子の引き抜きを行う必要がないため、
ゲート絶縁層の劣化といった問題が生じない。すなわち、開示する発明に係る半導体装置
では、従来の不揮発性メモリで問題となっている書き換え可能回数に制限はなく、信頼性
が飛躍的に向上する。さらに、トランジスタのオン状態、オフ状態によって、情報の書き
込みが行われるため、高速な動作も容易に実現しうる。
【０２２５】
以上のように、微細化および高集積化を実現し、かつ高い電気特性を付与された半導体装
置を提供することができる。
【０２２６】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
【０２２７】
（実施の形態６）
本実施の形態では、少なくとも実施の形態１又は２のいずれかで一例を示したトランジス
タを用いることができ、先の実施の形態で説明した記憶装置を含むＣＰＵについて説明す
る。
【０２２８】
図８は、実施の形態１又は２で説明したトランジスタを少なくとも一部に用いたＣＰＵの
一例の構成を示すブロック図である。
【０２２９】
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図８に示すＣＰＵは、基板１１９０上に、ＡＬＵ１１９１（ＡＬＵ：Ａｒｉｔｈｍｅｔｉ
ｃ　ｌｏｇｉｃ　ｕｎｉｔ、演算回路）、ＡＬＵコントローラ１１９２、インストラクシ
ョンデコーダ１１９３、インタラプトコントローラ１１９４、タイミングコントローラ１
１９５、レジスタ１１９６、レジスタコントローラ１１９７、バスインターフェース１１
９８（Ｂｕｓ　Ｉ／Ｆ）、書き換え可能なＲＯＭ１１９９、およびＲＯＭインターフェー
ス１１８９（ＲＯＭ　Ｉ／Ｆ）を有している。基板１１９０は、半導体基板、ＳＯＩ基板
、ガラス基板などを用いる。ＲＯＭ１１９９およびＲＯＭインターフェース１１８９は、
別チップに設けてもよい。もちろん、図８に示すＣＰＵは、その構成を簡略化して示した
一例にすぎず、実際のＣＰＵはその用途によって多種多様な構成を有している。例えば、
図８に示すＣＰＵまたは演算回路を含む構成を一つのコアとし、当該コアを複数含み、そ
れぞれのコアが並列で動作するような構成としてもよい。また、ＣＰＵが内部演算回路や
データバスで扱えるビット数は、例えば８ビット、１６ビット、３２ビット、６４ビット
などとすることができる。
【０２３０】
バスインターフェース１１９８を介してＣＰＵに入力された命令は、インストラクション
デコーダ１１９３に入力され、デコードされた後、ＡＬＵコントローラ１１９２、インタ
ラプトコントローラ１１９４、レジスタコントローラ１１９７、タイミングコントローラ
１１９５に入力される。
【０２３１】
ＡＬＵコントローラ１１９２、インタラプトコントローラ１１９４、レジスタコントロー
ラ１１９７、タイミングコントローラ１１９５は、デコードされた命令に基づき、各種制
御を行なう。具体的にＡＬＵコントローラ１１９２は、ＡＬＵ１１９１の動作を制御する
ための信号を生成する。また、インタラプトコントローラ１１９４は、ＣＰＵのプログラ
ム実行中に、外部の入出力装置や、周辺回路からの割り込み要求を、その優先度やマスク
状態から判断し、処理する。レジスタコントローラ１１９７は、レジスタ１１９６のアド
レスを生成し、ＣＰＵの状態に応じてレジスタ１１９６の読み出しや書き込みを行なう。
【０２３２】
また、タイミングコントローラ１１９５は、ＡＬＵ１１９１、ＡＬＵコントローラ１１９
２、インストラクションデコーダ１１９３、インタラプトコントローラ１１９４、および
レジスタコントローラ１１９７の動作のタイミングを制御する信号を生成する。例えばタ
イミングコントローラ１１９５は、基準クロック信号ＣＬＫ１を元に、内部クロック信号
ＣＬＫ２を生成する内部クロック生成部を備えており、内部クロック信号ＣＬＫ２を上記
各種回路に供給する。
【０２３３】
図８に示すＣＰＵでは、レジスタ１１９６に、メモリセルが設けられている。レジスタ１
１９６のメモリセルとして、先の実施の形態に示したトランジスタを用いることができる
。
【０２３４】
図８に示すＣＰＵにおいて、レジスタコントローラ１１９７は、ＡＬＵ１１９１からの指
示に従い、レジスタ１１９６における保持動作の選択を行う。すなわち、レジスタ１１９
６が有するメモリセルにおいて、フリップフロップによるデータの保持を行うか、容量素
子によるデータの保持を行うかを、選択する。フリップフロップによるデータの保持が選
択されている場合、レジスタ１１９６内のメモリセルへの、電源電圧の供給が行われる。
容量素子におけるデータの保持が選択されている場合、容量素子へのデータの書き換えが
行われ、レジスタ１１９６内のメモリセルへの電源電圧の供給を停止することができる。
【０２３５】
図９は、レジスタ１１９６として用いることのできる記憶素子の回路図の一例である。記
憶素子７００は、電源遮断で記憶データが揮発する回路７０１と、電源遮断で記憶データ
が揮発しない回路７０２と、スイッチ７０３と、スイッチ７０４と、論理素子７０６と、
容量素子７０７と、選択機能を有する回路７２０と、を有する。回路７０２は、容量素子
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７０８と、トランジスタ７０９と、トランジスタ７１０と、を有する。なお、記憶素子７
００は、必要に応じて、ダイオード、抵抗素子、インダクタなどのその他の素子をさらに
有していても良い。
【０２３６】
ここで、回路７０２には、先の実施の形態で説明した記憶装置を用いることができる。記
憶素子７００への電源電圧の供給が停止した際、回路７０２のトランジスタ７０９のゲー
トには接地電位（０Ｖ）、またはトランジスタ７０９がオフする電位が入力され続ける構
成とする。例えば、トランジスタ７０９のゲートが抵抗等の負荷を介して接地される構成
とする。
【０２３７】
スイッチ７０３は、一導電型（例えば、ｎチャネル型）のトランジスタ７１３を用いて構
成され、スイッチ７０４は、一導電型とは逆の導電型（例えば、ｐチャネル型）のトラン
ジスタ７１４を用いて構成した例を示す。ここで、スイッチ７０３の第１の端子はトラン
ジスタ７１３のソースとドレインの一方に対応し、スイッチ７０３の第２の端子はトラン
ジスタ７１３のソースとドレインの他方に対応し、スイッチ７０３はトランジスタ７１３
のゲートに入力される制御信号ＲＤによって、第１の端子と第２の端子の間の導通または
非導通（つまり、トランジスタ７１３のオン状態またはオフ状態）が選択される。スイッ
チ７０４の第１の端子はトランジスタ７１４のソースとドレインの一方に対応し、スイッ
チ７０４の第２の端子はトランジスタ７１４のソースとドレインの他方に対応し、スイッ
チ７０４はトランジスタ７１４のゲートに入力される制御信号ＲＤによって、第１の端子
と第２の端子の間の導通または非導通（つまり、トランジスタ７１４のオン状態またはオ
フ状態）が選択される。
【０２３８】
トランジスタ７０９のソースとドレインの一方は、容量素子７０８の一対の電極のうちの
一方、およびトランジスタ７１０のゲートと電気的に接続される。ここで、接続部分をノ
ードＭ２とする。トランジスタ７１０のソースとドレインの一方は、低電位電源を供給す
ることのできる配線（例えばＧＮＤ線）に電気的に接続され、他方は、スイッチ７０３の
第１の端子（トランジスタ７１３のソースとドレインの一方）と電気的に接続される。ス
イッチ７０３の第２の端子（トランジスタ７１３のソースとドレインの他方）はスイッチ
７０４の第１の端子（トランジスタ７１４のソースとドレインの一方）と電気的に接続さ
れる。スイッチ７０４の第２の端子（トランジスタ７１４のソースとドレインの他方）は
電源電位ＶＤＤを供給することのできる配線と電気的に接続される。スイッチ７０３の第
２の端子（トランジスタ７１３のソースとドレインの他方）と、スイッチ７０４の第１の
端子（トランジスタ７１４のソースとドレインの一方）と、論理素子７０６の入力端子と
、容量素子７０７の一対の電極のうちの一方と、は電気的に接続される。ここで、接続部
分をノードＭ１とする。容量素子７０７の一対の電極のうちの他方は、一定の電位が入力
される構成とすることができる。例えば、低電源電位（ＧＮＤ等）または高電源電位（Ｖ
ＤＤ等）が入力される構成とすることができる。容量素子７０７の一対の電極のうちの他
方は、低電位電源を供給することのできる配線（例えばＧＮＤ線）と電気的に接続される
。容量素子７０８の一対の電極のうちの他方は、一定の電位が入力される構成とすること
ができる。例えば、低電源電位（ＧＮＤ等）または高電源電位（ＶＤＤ等）が入力される
構成とすることができる。容量素子７０８の一対の電極のうちの他方は、低電位電源を供
給することのできる配線（例えばＧＮＤ線）と電気的に接続される。
【０２３９】
なお、容量素子７０７および容量素子７０８は、トランジスタや配線の寄生容量等を積極
的に利用することによって省略することも可能である。
【０２４０】
トランジスタ７０９の第１ゲート（第１のゲート電極）には、制御信号ＷＥが入力される
。スイッチ７０３およびスイッチ７０４は、制御信号ＷＥとは異なる制御信号ＲＤによっ
て第１の端子と第２の端子の間の導通状態または非導通状態を選択され、一方のスイッチ
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の第１の端子と第２の端子の間が導通状態のとき他方のスイッチの第１の端子と第２の端
子の間は非導通状態となる。
【０２４１】
トランジスタ７０９のソースとドレインの他方には、回路７０１に保持されたデータに対
応する信号が入力される。図９では、回路７０１から出力された信号が、トランジスタ７
０９のソースとドレインの他方に入力される例を示した。スイッチ７０３の第２の端子（
トランジスタ７１３のソースとドレインの他方）から出力される信号は、論理素子７０６
によってその論理値が反転された反転信号となり、回路７２０を介して回路７０１に入力
される。
【０２４２】
なお、図９では、スイッチ７０３の第２の端子（トランジスタ７１３のソースとドレイン
の他方）から出力される信号は、論理素子７０６および回路７２０を介して回路７０１に
入力する例を示したがこれに限定されない。スイッチ７０３の第２の端子（トランジスタ
７１３のソースとドレインの他方）から出力される信号が、論理値を反転させられること
なく、回路７０１に入力されてもよい。例えば、回路７０１内に、入力端子から入力され
た信号の論理値が反転した信号が保持されるノードが存在する場合に、スイッチ７０３の
第２の端子（トランジスタ７１３のソースとドレインの他方）から出力される信号を当該
ノードに入力することができる。
【０２４３】
図９におけるトランジスタ７０９は、実施の形態１又は２で説明したトランジスタを用い
ることができる。第１ゲートには制御信号ＷＥを入力し、第２ゲートには制御信号ＷＥ２
を入力することができる。制御信号ＷＥ２は、一定の電位の信号とすればよい。当該一定
の電位には、例えば、接地電位ＧＮＤやトランジスタ７０９のソース電位よりも小さい電
位などが選ばれる。制御信号ＷＥ２は、トランジスタ７０９のしきい値電圧を制御するた
めの電位信号であり、トランジスタ７０９のＩｃｕｔをより低減することができる。
【０２４４】
また、図９において、記憶素子７００に用いられるトランジスタのうち、トランジスタ７
０９以外のトランジスタは、酸化物半導体以外の半導体でなる層または基板１１９０にチ
ャネルが形成されるトランジスタとすることができる。例えば、シリコン層またはシリコ
ン基板にチャネルが形成されるトランジスタとすることができる。また、記憶素子７００
に用いられるトランジスタ全てを、チャネルが酸化物半導体層で形成されるトランジスタ
とすることもできる。または、記憶素子７００は、トランジスタ７０９以外にも、チャネ
ルが酸化物半導体層で形成されるトランジスタを含んでいてもよく、残りのトランジスタ
は酸化物半導体以外の半導体でなる層または基板１１９０にチャネルが形成されるトラン
ジスタとすることもできる。
【０２４５】
図９における回路７０１には、例えばフリップフロップ回路を用いることができる。また
、論理素子７０６としては、例えばインバータやクロックドインバータ等を用いることが
できる。
【０２４６】
本発明の一態様の半導体装置では、記憶素子７００に電源電圧が供給されない間は、回路
７０１に記憶されていたデータを、回路７０２に設けられた容量素子７０８によって保持
することができる。
【０２４７】
また、酸化物半導体層にチャネルが形成されるトランジスタはオフ電流が極めて小さい。
例えば、酸化物半導体層にチャネルが形成されるトランジスタのオフ電流は、結晶性を有
するシリコンにチャネルが形成されるトランジスタのオフ電流に比べて著しく低い。その
ため、当該トランジスタをトランジスタ７０９として用いることによって、記憶素子７０
０に電源電圧が供給されない間も容量素子７０８に保持された信号は長期間にわたり保た
れる。こうして、記憶素子７００は電源電圧の供給が停止した間も記憶内容（データ）を



(33) JP 6314034 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

保持することが可能である。
【０２４８】
また、スイッチ７０３およびスイッチ７０４を設けることによって、プリチャージ動作を
行うことを特徴とする記憶素子であるため、電源電圧供給再開後に、回路７０１が元のデ
ータを保持しなおすまでの時間を短くすることができる。
【０２４９】
また、回路７０２において、容量素子７０８によって保持された信号はトランジスタ７１
０のゲートに入力される。そのため、記憶素子７００への電源電圧の供給が再開された後
、容量素子７０８によって保持された信号を、トランジスタ７１０の状態（オン状態、ま
たはオフ状態）に変換して、回路７０２から読み出すことができる。それ故、容量素子７
０８に保持された信号に対応する電位が多少変動していても、元の信号を正確に読み出す
ことが可能である。
【０２５０】
このような記憶素子７００を、プロセッサが有するレジスタやキャッシュメモリなどの記
憶装置に用いることで、電源電圧の供給停止による記憶装置内のデータの消失を防ぐこと
ができる。また、電源電圧の供給を再開した後、短時間で電源供給停止前の状態に復帰す
ることができる。よって、プロセッサ全体、もしくはプロセッサを構成する一つ、または
複数の論理回路において、短い時間でも電源停止を行うことができるため、消費電力を抑
えることができる。
【０２５１】
本実施の形態では、記憶素子７００をＣＰＵに用いる例として説明したが、記憶素子７０
０は、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、カスタムＬＳＩ
、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）等のＬＳＩ、ＲＦ－
ＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）にも応用可能
である。
【０２５２】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
【０２５３】
（実施の形態７）
本実施の形態では、実施の形態１又は２のいずれかで一例を示したトランジスタを用いた
、対象物の情報を読み取るイメージセンサ機能を有する半導体装置について説明する。
【０２５４】
図１０に、イメージセンサ機能を有する半導体装置の等価回路の一例を示す。
【０２５５】
フォトダイオード６０２は、一方の電極がフォトダイオードリセット信号線６５８に、他
方の電極がトランジスタ６４０のゲートに電気的に接続されている。トランジスタ６４０
は、ソース又はドレインの一方がフォトセンサ基準信号線６７２に、ソース又はドレイン
の他方がトランジスタ６５６のソース又はドレインの一方に電気的に接続されている。ト
ランジスタ６５６は、ゲートがゲート信号線６５９に、ソース又はドレインの他方がフォ
トセンサ出力信号線６７１に電気的に接続されている。
【０２５６】
フォトダイオード６０２には、例えば、ｐ型の導電型を有する半導体層と、高抵抗な（ｉ
型の導電型を有する）半導体層と、ｎ型の導電型を有する半導体層を積層するｐｉｎ型の
フォトダイオードを適用することができる。
【０２５７】
フォトダイオード６０２に入射する光を検出することによって、被検出物の情報を読み取
ることができる。なお、被検出物の情報を読み取る際に、バックライトなどの光源を用い
ることができる。
【０２５８】
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なお、トランジスタ６４０及びトランジスタ６５６には、実施の形態１又は２のいずれか
で一例を示した、酸化物半導体にチャネルが形成されるトランジスタを用いることができ
る。図１０では、トランジスタ６４０及びトランジスタ６５６が、酸化物半導体を含むこ
とを明確に判明できるよう、トランジスタの記号に「ＯＳ」と付記している。
【０２５９】
トランジスタ６４０及びトランジスタ６５６は、上記実施の形態で一例を示したトランジ
スタであり、チャネルが形成される酸化物半導体層を、過剰酸素を含有する酸化アルミニ
ウム膜を含む絶縁層で包み込む構成を有する。また、酸化物半導体層をゲート電極層によ
って電気的に囲い込む構成を有することが好ましい。よって、トランジスタ６４０及びト
ランジスタ６５６は、電気特性変動が抑制された電気的に安定なトランジスタである。該
トランジスタを含むことで、図１０で示すイメージセンサ機能を有する半導体装置として
信頼性の高い半導体装置を提供することができる。
【０２６０】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
【０２６１】
（実施の形態８）
本実施の形態では、上記実施の形態で説明したトランジスタ、記憶装置、またはＣＰＵ等
（ＤＳＰ、カスタムＬＳＩ、ＰＬＤ、ＲＦ－ＩＤを含む）を用いることのできる電子機器
の例について説明する。
【０２６２】
上記実施の形態で説明したトランジスタ、記憶装置、またはＣＰＵ等は、さまざまな電子
機器（遊技機も含む）に適用することができる。電子機器としては、テレビ、モニタ等の
表示装置、照明装置、パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ、画像再生装置、ポー
タブルオーディオプレーヤ、ラジオ、テープレコーダ、ステレオ、電話、コードレス電話
、携帯電話、自動車電話、トランシーバ、無線機、ゲーム機、電卓、携帯情報端末、電子
手帳、電子書籍、電子翻訳機、音声入力機器、ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、電
気シェーバ、ＩＣチップ、電子レンジ等の高周波加熱装置、電気炊飯器、電気洗濯機、電
気掃除機、エアコンディショナーなどの空調設備、食器洗い機、食器乾燥機、衣類乾燥機
、布団乾燥機、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫、ＤＮＡ保存用冷凍庫、放射線
測定器、透析装置、Ｘ線診断装置等の医療機器、などが挙げられる。また、煙感知器、熱
感知器、ガス警報装置、防犯警報装置などの警報装置も挙げられる。さらに、誘導灯、信
号機、ベルトコンベア、エレベータ、エスカレータ、産業用ロボット、電力貯蔵システム
等の産業機器も挙げられる。また、燃料を用いたエンジンや、非水系二次電池からの電力
を用いて電動機により推進する移動体なども、電子機器の範疇に含まれるものとする。上
記移動体として、例えば、電気自動車（ＥＶ）、内燃機関と電動機を併せ持ったハイブリ
ッド車（ＨＥＶ）、プラグインハイブリッド車（ＰＨＥＶ）、これらのタイヤ車輪を無限
軌道に変えた装軌車両、電動アシスト自転車を含む原動機付自転車、自動二輪車、電動車
椅子、ゴルフ用カート、小型または大型船舶、潜水艦、ヘリコプター、航空機、ロケット
、人工衛星、宇宙探査機や惑星探査機、宇宙船が挙げられる。これらの電子機器の一部の
具体例を図１２に示す。
【０２６３】
図１２（Ａ）に示すテレビジョン装置８０００は、筐体８００１に表示部８００２が組み
込まれており、表示部８００２により映像を表示し、スピーカ部８００３から音声を出力
することが可能である。先の実施の形態で例示したトランジスタを筐体８００１に組み込
まれた表示部８００２を動作するための駆動回路または画素に用いることが可能である。
【０２６４】
表示部８００２は、液晶表示装置、有機ＥＬ素子などの発光素子を各画素に備えた発光装
置、電気泳動表示装置、ＤＭＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ）、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）等の半導体表示装置を用い
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ることができる。
【０２６５】
テレビジョン装置８０００は、受信機やモデムなどを備えていてもよい。テレビジョン装
置８０００は、受信機により一般のテレビ放送の受信を行うことができ、さらにモデムを
介して有線又は無線による通信ネットワークに接続することにより、一方向（送信者から
受信者）又は双方向（送信者と受信者間、あるいは受信者間同士など）の情報通信を行う
ことも可能である。
【０２６６】
また、テレビジョン装置８０００は、情報通信を行うためのＣＰＵ８００４や、メモリを
備えていてもよい。ＣＰＵ８００４やメモリに、先の実施の形態に示したトランジスタ、
記憶装置、またはＣＰＵを用いることによって省電力化を図ることができる。
【０２６７】
図１２（Ａ）に示す警報装置８１００は、住宅用火災警報器であり、煙または熱の検出部
８１０２と、マイクロコンピュータ８１０１を有している。マイクロコンピュータ８１０
１は、先の実施の形態に示したトランジスタ、記憶装置、またはＣＰＵを含む電気機器の
一例である。
【０２６８】
また、図１２（Ａ）に示す室内機８２００および室外機８２０４を有するエアコンディシ
ョナーは、先の実施の形態に示したトランジスタ、記憶装置、またはＣＰＵ等を含む電気
機器の一例である。具体的に、室内機８２００は、筐体８２０１、送風口８２０２、ＣＰ
Ｕ８２０３等を有する。図１２（Ａ）においては、ＣＰＵ８２０３が、室内機８２００に
設けられている場合を例示しているが、ＣＰＵ８２０３は室外機８２０４に設けられてい
てもよい。または、室内機８２００と室外機８２０４の両方に、ＣＰＵ８２０３が設けら
れていてもよい。先の実施の形態に示したトランジスタをエアコンディショナーのＣＰＵ
に用いることによって省電力化を図ることができる。
【０２６９】
また、図１２（Ａ）に示す電気冷凍冷蔵庫８３００は、先の実施の形態に示したトランジ
スタ、記憶装置、またはＣＰＵ等を含む電気機器の一例である。具体的に、電気冷凍冷蔵
庫８３００は、筐体８３０１、冷蔵室用扉８３０２、冷凍室用扉８３０３、ＣＰＵ８３０
４等を有する。図１２（Ａ）では、ＣＰＵ８３０４が、筐体８３０１の内部に設けられて
いる。先の実施の形態に示したトランジスタを電気冷凍冷蔵庫８３００のＣＰＵ８３０４
に用いることによって省電力化が図れる。
【０２７０】
図１２（Ｂ）、（Ｃ）には、電気機器の一例である電気自動車の例を示す。電気自動車９
７００には、二次電池９７０１が搭載されている。二次電池９７０１の電力は、回路９７
０２により出力が調整されて、駆動装置９７０３に供給される。回路９７０２は、図示し
ないＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ等を有する処理装置９７０４によって制御される。先の実施
の形態に示したトランジスタを電気自動車９７００のＣＰＵに用いることによって省電力
化が図れる。
【０２７１】
駆動装置９７０３は、直流電動機もしくは交流電動機単体、または電動機と内燃機関と、
を組み合わせて構成される。処理装置９７０４は、電気自動車９７００の運転者の操作情
報（加速、減速、停止など）や走行時の情報（上り坂や下り坂等の情報、駆動輪にかかる
負荷情報など）の入力情報に基づき、回路９７０２に制御信号を出力する。回路９７０２
は、処理装置９７０４の制御信号により、二次電池９７０１から供給される電気エネルギ
ーを調整して駆動装置９７０３の出力を制御する。交流電動機を搭載している場合は、図
示していないが、直流を交流に変換するインバータも内蔵される。
【０２７２】
なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができる
。
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【符号の説明】
【０２７３】
２００　　基板
２０２　　ゲート電極層
２０５　　絶縁層
２０５ａ　　絶縁膜
２０６　　絶縁層
２０７　　酸化物層
２０８　　酸化物半導体層
２０９　　酸化物層
２１０ａ　　ソース電極層
２１０ｂ　　ドレイン電極層
２１２　　絶縁層
２１４　　絶縁層
２１４ａ　　絶縁膜
２１６　　ゲート電極層
２５０　　トランジスタ
２６０　　トランジスタ
２７０　　トランジスタ
２８０　　トランジスタ
６０２　　フォトダイオード
６４０　　トランジスタ
６５６　　トランジスタ
６５８　　フォトダイオードリセット信号線
６５９　　ゲート信号線
６７１　　フォトセンサ出力信号線
６７２　　フォトセンサ基準信号線
７００　　記憶素子
７０１　　回路
７０２　　回路
７０３　　スイッチ
７０４　　スイッチ
７０６　　論理素子
７０７　　容量素子
７０８　　容量素子
７０９　　トランジスタ
７１０　　トランジスタ
７１３　　トランジスタ
７１４　　トランジスタ
７２０　　回路
１１８９　　ＲＯＭインターフェース
１１９０　　基板
１１９１　　ＡＬＵ
１１９２　　ＡＬＵコントローラ
１１９３　　インストラクションデコーダ
１１９４　　インタラプトコントローラ
１１９５　　タイミングコントローラ
１１９６　　レジスタ
１１９７　　レジスタコントローラ
１１９８　　バスインターフェース
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１１９９　　ＲＯＭ
２２００　　トランジスタ
３００１　　配線
３００２　　配線
３００３　　配線
３００４　　配線
３００５　　配線
３２００　　トランジスタ
３３００　　トランジスタ
３４００　　容量素子
８０００　　テレビジョン装置
８００１　　筐体
８００２　　表示部
８００３　　スピーカ部
８００４　　ＣＰＵ
８１００　　警報装置
８１０１　　マイクロコンピュータ
８１０２　　検出部
８２００　　室内機
８２０１　　筐体
８２０２　　送風口
８２０３　　ＣＰＵ
８２０４　　室外機
８３００　　電気冷凍冷蔵庫
８３０１　　筐体
８３０２　　冷蔵室用扉
８３０３　　冷凍室用扉
８３０４　　ＣＰＵ
９７００　　電気自動車
９７０１　　二次電池
９７０２　　回路
９７０３　　駆動装置
９７０４　　処理装置
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